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南 イン ドの右 手 ・左 手 集 団 と祭 礼 騒 擾

　 　　 .カースト伝承と儀礼を中心に一

重 松 伸 司*

The Right-Hand and The Left-Hand Caste Organizations and 

          the Ritual Dispute in South India

 Shinji SHIGEMATSU

   The  Valangai (Right-Hand) and the Iclangai (Left-Hand) caste 
communities have aroused considerable interest as a specific dual 
organizational system of southern India. However, the origin and 
functions of the system remain unclear, principally because these 
communities have multi-dimensional characters in terms of caste 
organization, socio-economic function and religious-cultural meaning. 

   This paper attempts an analysis of these inter-caste organizations 
from two principal perspectives. The first is a focus on intradivisional 
cohesion through occupational factors. The functions of these com-
munities as economic organizations has been discussed by students 
of South Indian history. Were these divisions more than "guilds" 
in socio-economic terms, some unifying factors may be revealed by 
occupational membership. The second perspective supposes that 
each division has some traditional background in  a religious and/or 
cultural context. Severe factional conflicts often arose whenever 
these two groups walked in procession along their own streets and on 
those of their rivals, particularly for marriages or funerals. The 
major reasons for collision between the two factions were that each 
claimed the higher social status and the exclusive usage of caste 

insignia, such as banners, flags, palanquins, ornaments, and other 
ritual tools. According to caste legends each insignia or symbol acts 
explicitly in a historical and ritual context. 

   Here, an attempt is made to gain insight into the significance of 

the Valangai and  Iclafigai organizations as the "shared-legend" system, 
by considering occupational and legendary factors together. Further,
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the change of meaning and value from a Right-Left horizontal rela-

tionship to a Higher-Lower vertical relationship is also examined. 

Through these analyses the vital role played by the ceremonial places 

when the rival groups demonstrate their superiority is clarified.

はじめに

1.右 手 ・左手 集団のカ ース ト成員 と結合要

　　素

　 1・1　 右手 ・左手集団 と職能

　 1・2　 右手 ・左手 と伝承 ・儀礼

2.「 右手 ・左手」 か ら 「上 ・下」関係 へ

　 2・1　 「右手 ・左手」伝承

　 2・2　 ブ ラーフマニズムにおける右手・左

　　　　 手

3.騒 擾の 「場」 として の祭礼

　 3・1　 騒擾 の状況

　 3・2　 騒擾 と祭礼表徴

　 3・3　 祭礼騒擾の意義

おわ りに

は じ め に

　 「右 手 」 「左 手 」 と よば れ る対 概 念 を 持 つ 組 織 が南 イ ン ドに存 在 して いた こと は古 く

か ら知 られて い る。 両 集 団 の成 員や そ の活 動 が す で に9,10世 紀 頃 の 南 イ ン ドの碑文

に 記 され て お り,そ の 後 も14世 紀 に至 る まで 各種 の碑 文 史 料 の 中 に散 見 さ れ る こ と は,

Saletoreの 指摘 す る と こ ろで あ る[SALEToRE　 1934b:68-71]。 ま た17世 紀 に入 る

と,右 手 ・左手 両 集 団間 の対 立 ・抗 争 が 南 イ ン ド各 地 で 灘 化 した 為,イ ギ リス東 イ ン

ド会社 は治 安 対 策 上,両 派 の 対 立 の背 景 や 紛 争 仲裁 の経 過 を 詳 細 に報 告 し,併 せて

「右 手 」 「左 手 」 に関 す る伝 承 ・碑 文 記 録 を 収集 した の で あ る。

　 こ う した南 イ ン ド社 会 に特 有 の集 団 につ いて,南 イ ン ド史 家B、Steinは 右 手 ・左

手 両 派 の指 導 層 が,前 者 につ いて は有 力 農 民 カ ー ス トで あ り,後 者 に つ いて は有 力商

業 カ ー ス ト及 び手工 業 カ ー ス トで あ る こ と,し か も両 派 が 儀 礼 的 ス テ ー タ ス又 は地 域

に よ って は社 会 的 ス テ ー タス を め ぐ って 抗 争 を く り返 した こ とに 着 目 した。 氏 は 「右

手 」 と は,伝 統 的 に農 業 経 済 に基 盤 を 置 き,ブ ラー フマ ニズ ム に依 拠 した身 分 ・社会

規 範 を維 持 す る,有 力 農 民 カ ー ス ト集 団 を 中心 と した地 方社 会 の 「統 合 核(integral

core)」 で あ る と考 え,後 者 す なわ ち 「左手 」 と は10～12世 紀 にか けて 生 じた 経 済 ・

社 会 変 動 の 中で擁 頭 して きた非 農 業 カ ース ト,と りわ け商 人 ・手 工 業 カ ース トを 中心

に従 来 排 除 され て きた諸 カ ー ス トを糾 合 した社 会 ・経 済 組 織 で は な いか と指 摘 す る。

両 派 の対 立 は,従 って 地 方 社 会 にお け る政治 ・経 済 の統 合権iをめ ぐる対 立 で あ ると考

え られ た[STEIN　 l980:173-215]。

　 両 派 の 対 立 の根 拠 及 び対 立 その もの の 意義 を 明 らか に しよ う とす る試 み はA.Ap一
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paduraiやB.　 Beckに よ って な され た。 宗 教 社会 学 の分 析 方 法 論 によ ってA・Ap-

paduraiは 「右 手 」 「左 手 」 と い うの は,各 々農村 社 会 を よ りど ころ とす るカ ース ト

集 団 及 び都 市 に お け る職 掌 ・生 産 形 態 に依 拠 す るカ ース ト集 団 のroot　 paradigmで

あ る と仮 定 す る。Victor　 Turnerの 説 を 援用 したroot　 paradigmと い う概 念[TuR-

NER　 1971]は,諸 個 人 や 集 団 が危 機 に瀕 した 時 に生 ず る 「文 化 モ デ ル」 で あ り,諸

個 人 や 集 団 の社 会 関係 と も,ま た 結 合 ・分離 を ひ きお こす 文 化 的 ・イデ オ ロギ ー 的 な
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ロ　　　の　　　じ

認 識 パ タ ー ンと も関連 す る もので あ る とす る。 氏 に よ れ ば,右 手'・左 手 とい う対照 区

分 に は実 質 的 な 意 味 が な く,ほ ぼ 同 等 の社会 的地 位 ・職 掌 を 持 つ カ ース トが左 ・右 ど

ち らか の グル ー プ に 属 し,且 つ 相 手 に対 す る 優 越 性 を 誇 示 す る為 に くり返 すformal

functionと して の 抗 争 ・敵 対行 為 がroot　 paradigmに と って 意 味 が あ る と す る

[APPADuRへ11974]。 しか し,　Stein,　ApPaduraiの 両 説 で は,右 手 ・左 手 両 派 の

成 員 が果 す社 会 ・経 済 的 機能 と儀礼 的 ステ ー タ ス と の関 連,或 い は,何 故 一 方 の カ ー

ス トが 右手 に属 し,他 方 の カー ス トが 左手 に 属 す る のか,そ れ は偶 然性 に よ る のか 或

い は各 カ ー ス トの何 らか の 属 性 　 　文 化 ・宗 教 的 な　 　 に よ るの か とい う問題 は明 ら

か に され て い な い 。 この点 につ いて,B.　 Beckは 南 イ ン ド ・コ ング ー地 方 の 事 例 研 究

にお いて,各 カ ー ス トの伝 承 ・儀 礼 的 役 割 を分 析 す る こと に よ って各 カ ー ス トの両 派

へ の帰 属 意識 の あ り方 を考 察 した[BECK　 l972,1973】 。

　 と ころ で 両 集 団 に は各 々K6mati及 びChettiと よ ばれ る南 イ ン ドの二 大 商 人 カ ー

ス トが 属 して お り,し か も両 商 人 カ ース トは中世 以 来南 イ ン ドを 二 分 す る程 の市 場 圏

を形 成 して いた こ と(図1)か ら,私 は,右 手 ・左手 とは一 種 の ギ ル ド的組 織 で は な い

か と い う仮 説 を た て た[重 松 　 1980]。 しか し,そ の 後 に行 な った 南 イ ン ド ・セ ー ラ

ム県 で の村 落 調 査[重 松 　 1981]及 び右 手 ・左 手 に 関 す る史 料 分 析 に よ って,こ れ ら

両 派 に は特 定 の カ ー ス トの み な らず,様 々な 職 掌 を 持 つ 諸 カ ー ス トが 包 摂 され て お り,

その 集 団結 合 関係 も特 定 の 職 業規 範 の み に よ って 規 定 され て い るので もな く,ま た,

その 組 織 機 能 も単 に労 働 力 や 市 場 の 占有,技 術 の独 占を 図 る もの で もな い こ とが 明 ら

か にな った 。 従 って,右 手 ・左 手 と は,一 般 に 「ギ ル ド組 織 」 と して 考 え られ る形態 ・

性 格 と は異 質 で は な いか と思 わ れ る。 とす れ ば,両 集 団 の 組織 的性 格 及 び その 統 合原

理 を どの よ う に考 え るべ きで あ ろ うか 。

　 この問 題 を 解 明 す る為 に本 稿 で は二 つ の側 面 か ら考 察 す る。 す な わ ち,第1に は,

両 派 に属 す る各 カ ース トの 起 源伝 承 ・祖 先 伝 承 ・親 族 伝 承 の モテ ィ ー フす な わ ち 右 手 ・

左 手 の意 識 規 範 乃 至 帰 属規 範 の分 析 と,各 力.一ス トの担 う職 能 す な わ ち両 派 の社 会 ・
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　む

経済機能の分析か ら,集 団結合要素を抽出する。第2に は,両 派が右手と左手 とに区

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 305
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図1　 南 イ ン ドの商 業 カ ー ス ト集 団 と その 支 配地 域

　 　 [ScHwARTzBERG　 1978]に よ る

分されることの意義をブラーフマニズムというヒンドゥ社会の秩序体系における浄 ・

不浄の観念か ら考えたい。そして最後に両派が対立する 「場」の意味つまり日常の生

活機能の場でなく,非 日常の祭礼,特 に婚姻 ・葬儀 ・村祭の場において対立が頂点に

達することの意味を明 らかにしたいのである。

1.右 手 ・左手集 団の カース ト成員 と結 合要素

　 1・1右 手 ・左手集 団 と職能

　右手 ・左手集団とは何かを明 らかにす る場合,こ こでは二つの点か ら集団の組織性

格を考えることにする。第1に は,両 集団に糾合される各サブカース トの職能である。

つまりどのような職能を持 ったサブカース トが右手 ・左手集団に属するのか,ま た職

能によって集団の構成が規定 しうるのか,と いう問題である。第2に は,各 サブカー

ス トの保持する固有の儀礼 ・伝承の内容及びそれらの性格である。つまり,社 会 ・経

済機能 とは異なった集団結合要素として,イ ンド人の精神領域を規定するファクター

である儀礼 ・伝承が右手 ・左手集団においてどのような意味をもつのかという問題で

ある。
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図2マ ド ラ ス 管 区 地 図

　本節では,ま ず,南 インドで両派の対立が顕著にみられ,し かも両派の結合が比較

的強 く且つ長期にわたって維持されていた二地域の事例一 南インドの都市部である

マ ドラ ス市1)と,南 イ ン ド南 部 内陸 農 村 地 域 に 位 置 す るセ ー ラム県 の,17-18世 紀 の

1)イ ギ リス東 イン ド会社 によ ってコロマ ンデル沿岸の一小村にセ ン ト=ジョージ要塞が 築 か れ

たのは1640年 で あるが,そ の後交易活動の活発化 とそれに伴な う要塞 の拡大によって1660年 以

降本格的にマ ドラスは都市 としての機能を備 えは じめた。 マ ドラス市の右手 ・左手集団は17世

紀後半の急速な人 口流入の増大(1639年 　7,　OOO人;1646年 　19,000人;1670年 　40,000人;
1681年 　200,000人;1685年 　300,000人)の 中で新たに形成 された もので ある。
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状 況 　 　か ら,両 集 団 に属 す る各 サ ブカ ー ス トの職 能 と 出身地 域 とを分 類 す る。 な お,

以 下 に 感サ ブ カ ー ス ト"を 単 位 と して 分類 す るの は,ほ ぽ 同 一 の職 能 を 持 つ 集 団 で あ

って も,様 々の ヴ ァ リエ ー シ ョ ンが あ り,そ れ は例 えば,県 或 いは村 レヴ ェル で異 な

った呼 称 や 地 位 を 持 つ の で あ り,一 律 にカ ー ス トと して 概 括 しえ な いか らで あ る。

　 次 に"職 能"に つ いて で あ る が,カ ース トは理念 と して 本 来 単 一 の職 能 を担 うべ き

もの で あ った と して も,多 くの サ ブ カ ー ス トは17-18世 紀 の段 階 で は"伝 統 的"な 職 能

の 他 に 多様 な職 掌 を 果 して い た の で あ る。 例 え ば,牧 畜 カ ー ス トと して規 定 され て い

るKoravaが 必 ず しも牧 畜 の み で な く交 易 ・農 耕 に 従事 した こと は 考 え うる。 こ こ

で は,各 サ ブ カ ー ス トが 果 して い る複 数 の職 能 の う ち,最 も主 要 な"役 割"と して 自

認 して い る ものを さす こ と とす る。

　 また,"出 身 地 域"に つ い て は,各 サ ブ カ ー ス トの細 分 派居 住 及 び9～14世 紀 の社

会 変 動 期 に お け る移 動 に よ って そ の本 拠 地 を確 認 しえ な い グ ル ー プ も多 い が,系 譜 や

伝 承 の 中 で,彼 らが 主 張 す る帰 属地 域 を一 応 出身 地 域 と考 え る こと にす る。

　 さて,騒 擾 の頻 発 す る マ ドラ ス市 の 場 合,右 手 集 団 はVcllalaと い う,南 イ ン ドで

は ドミナ ン トな 農 民 サ ブ カ ー ス トを 頭 と し て,Pulli(農 民),　 Kavarai(農 民 ・商

人),K6mati(商 人),絹 布 織 職,　Pariah(雑 役 ・農 業 労 働 者)皮 革 職 及 び会 計 ・記

録 職2)に よ って構 成 され て い る。 左手 集 団 に は,5つ の 職 能 を 含 むPanchala(又 は

Kammalan)3》 とよ ば れ る職 人 層 を は じめ,　 Chctti(商 人)4),　Pulli(農 耕),油 搾 り

職,Patnavar(漁 師),絹 ・綿布 織職,皮 革 職 の7つ の職 能 が含 まれ て い る[LovE

1968a:118]。

　 右 手 集 団 の指 導 層 で あ る と考 え られ るVellala及 び左 手 集 団 の 指 導 層 で あ るPan-

chala,左 手 集 団 の成 員 で あ るPatnavar(漁 師)の 三 つ の サ ブ カ ー ス トを の ぞ い て,

両 集 団 に包 摂 され る職能 は ほ ぼ対 応 関 係 に あ る。例 えば 左 手 集 団 の 一員 で あ る油 搾 り

職(Vaniyan)に 対 応 す る職能 はマ ドラス市 の場 合,右 手 集 団 に はみ られ な いが,マ

イ ソー ル地 方 の事 例 で は,右 手 集 団 に は 牛1頭 び き に よ る 油 搾 り職Jothiphanaが

属 し,左 手 集 団 に は牛2頭 び きの油 搾 り職Heganigamが 属す る と され て い る[Bu-

cHANAN　 l870:77]。 農 耕 サ ブカ ース ト及 び皮 革 職 の 右手 ・左手 集 団 へ の 帰 属 は男 ・

女 に よ って異 な り,右 手 集 団 に は男 性 のPulliが,左 手 集 団 に は女 性 のPulliが 属 し

2)village　 kamam又 はkarnamと 総 称 さ れ るが,地 域 によ って はkanakku　 pillaiと よ ば れ る。

3)Panchalaの5つ の職 能 につ いて は,表1注)を 参 照 。

4)チ ェ ッテ ィ とは,一 般 に 「商 人 」 の総 称 と して今 日で も用 い られ て い るが,こ こで は南 イ ン

ドの特 定 の カ ー ス ト集 団 で あ る。 この サ ブ カ ー ス トの一 つ ナ ッ トゥ コ ッタ イチ ェテ ィヤ ー ル の

近 代 に お け る商 業活 動 につ い て は伊 藤正 二 「イ ン ドの中 小財 閥 の 創 成 と 現 況一 チ ェテ ィ ア
ーの 場 合(1)　 (皿)一 一」(『ア ジ ァ経 済』5-11 ,12,1964)に 詳 しい 。
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た 。 ま た,皮 革 職 の 場合,右 手 集 団 に女 性 が,左 手 集 団 に男 性 が 属 す る。 この よ う に

同一 職 能 を 持 つ カ ース トの 中で 男 ・女 の 別 に よ って 右 手,左 手 の 帰 属集 団 を 異 とす る

理 由 は必 ず しも明 らか に さ れて いな い が,特 定 のサ ブカ ース トの 場合,恐 ら く職 能 そ

の もの が男 ・女 同 一 の 集 団 区分 の規矩 に な るの で は な く して,む し ろ儀 礼 ・祭 礼 にお

け る男 ・女 の 役 割 の転 換 に よ って 集 団 の帰 属 が決 ま る と考 え られ る。(こ こで は十 分 に

述 べ る準 備 は な いが,例 え ば,K6mati,　 Chettiの ケ ー ス で は,一 族 の 中か ら寺 院 の

巫 女 或 い は一 種 の 売 春 婦 の 役割 を果 すDevadasiを 出 す が,彼 女 達 は同 族 又 は 同 一集

団 に奉 仕 す る ので はな く,全 く別 の集 団 にお いて 奉 仕 し,祝 祭 の場 合 に は,彼 らの カ

ー ス ト集 団 とは反 対 の グル ー プ に入 る と い う
。)右 手集 団 の成 員 と され て い る会 計 ・記

録 職 は,一 般 に 南 イ ン ドで は バ ラモ ンと と もに 「中立(Madhyastham)」 集 団 を 形

成 す る と考 え られ て お り[LovE　 1968a:125;Madras　 Government　 1907:iv],

マ ドラス市 の事 例 は例 外 的 とい え る。

　 出身 地 域 につ いて は,テ ル グ地 方 を拠 点 とす る右手 集 団 のKavarai,　 K6matiの 両

表1　 マ ド ラ ス 市 の 右 手 ・左 手 集 団

左 手 集 団

サ ブ カ ー ス ト

Panchala 
 (Kammälan) 

Chetti 
Oilmonger 

 (Vâniyan) 
Weaver 

 (KaikkOlan) 
Patnavar 
Leather worker*3 

 (M) 
Pulli  (Palli, 
Vanniyan)  (t)

職 掌 主な出身地域

5つ の手工

業集団*1

交　 　 　易

油 搾 　 り

絹・綿布織

漁　　　師

皮 革 職

農 耕

タ ミル 地 方

南 イ ン ド
全 　 域*2

タ ミル 地 方

タ ミル 地 方

コロマンァノレ

沿岸地域

タ ミル 地 方

タ ミル 地 方

右 手 集 団

サ ブ カ ース ト

Vellala

Kavari(Kavarai,

Balija)

K6mati

Accountant*5

Silk　weaver

Pulli(Palli,

Vanniyan)(男)

Pariah

Leather　 worker

　 　 　 　 　 (女)

職 到 主な出身繊

農　　　耕

交易 ・農耕

交　　　易

会計 ・記録

絹 布 織

農　　　耕

農 業労働

皮 革 職

タミル地方*4

テ ル グ 地 方

テ ル グ 地 方

南 イン ド全域

タ ミル 地 方

タ ミル 地 方

タ ミル 地 方

タ ミル 地 方

注)*1Panchalaに はTattan(金 細 工 職),　Kannan(真 鍮 細 工 職),　Taccan<大 工 職),　 Kal-

　 　 　 taccan(石 工 職),　Kollan(鉄 鍛 冶職)の5つ が 含 まれ る。

　 　 *2Chettiは,カ ー ス トと して は南 イ ン ド南 部 を拠 点 とす るBeri　 Chetti,及 びNattuk6ttai

　 　 　 Chettiが 有 力 で あ る。

　 　 *3通 常Pallanと よ ばれ るカ ー ス トで あ る。

　 　 *4Chingleput,　 North　 Arcotを 中 心 とす る(Mudali,　 R,eddiの カー ス トの 称 号を もつ)

　 　 　 Vellala,　Tanjore,　 Trichinopolyを 中心 とす る(Pillaiの カ ー ス ト称 号 を もつ)Vellala,

　 　 　 Madura,　 Tinneve11iを 中心 とす る(Pillaiの カ ー ス ト称 号 を もつ)Vellala,及 びTrich-

　 　 　 inopoly,　Salemを 中心 とす る(Gounderの カー ス ト称 号 を もつ)Vellalaの4つ が 有 力

　 　 　 で あ る。

　 　 *5こ の カ ー ス トは,通 例,バ ラモ ンと と もに,左 手 ・右 手 の 両集 団 に属 さない 「中立 」 の

　 　 　 グ ル ー プ と考 え られ て い る[LovE　 l　968a;THuRsToN,1975a-e;Hu'rToN　 1969]。
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サ ブ カ ー ス ト及 び コ ロマ ンデ ル 沿 岸地 域 に 分 布 す る左 手 集 団 のPatnavarを 除 いて

両 集 団 の成 員 はす べ て タ ミル地 方 で あ り,出 身地 域 の差 異 が 両 集 団 へ の帰 属 を規 定 す

る要 因 と は考 え られ な い。 以 上,両 集 団 の成 員 で あ る各 サ ブカ ース トとそ の職 能 ・出

身地 域 を ま と めた ものが 表1で あ る。

　 次 に,セ ー ラム県 の両 集 団 の 成 員 サ ブカ ー ス ト ■'職能 ・主 な出 身地 域 を 『セ ー ラム

県 地 誌 』[RIGHARDs　 1918a]に よ って分 析 す る。

　 右手 集 団 はVellalaを 頭 と して,　 Reddi,　 Agamudaiyan,　 Vakkaligaの3つ の農

業 サ ブ カ ー ス ト,Idaiyan,　 Koravaの 牧 畜 サ ブ カ ー ス ト,K6mati,　 Balijaの 商 業 サ

ブ カ ー ス ト,Patnulkaran,　 Togata,　 Kurubaの 織 布 職 サ ブ カ ース ト,Boya,　 Vedak-

karanの 狩 猟 サ ブ カ ー ス ト,そ の他,　Lambadi(見 張 り),　Bestha(漁 師),　Shanan

表2セ ー ラ ム 県 の 右 手 ・左 手 集 団

左 手 集 団

サ ブカ ース ト

 Kammalan 
 (Kannalan) 
 Beni Chetti

Nagarattu Chetti 

 VEdear 

 Golla 
 "Two-bull" oil-
presser  (Väniyan)
Razu 

 KaikkOlar 

 Pallan 

Irulan

Pattanavan

職 掌 主な出身地域

5つ の手工

業集団

交 　 　 　易

交　　　易

狩　　 猟

牧　　 畜

油搾 り職

農　　 耕

織 布 職

農 業労 働

農耕部 族

漁 師

タ ミル 地 方

南 イ ン ド
南 部*1

南 イ ン ド中 部
*2

タ ミル 地 方

テ ル グ 地 方

タ ミル 地 方

テ ル グ 地 方

タ ミル 地 方

タ ミル 地 方

タミル山岳地
域

コロマンァノレ

沿岸地域

右 手 集 団

サ ブ カ ース ト

Vellala 

 KOmati 

Reddi (Kapu) 

Agamudaiyan 

Vakkaliga 
    (Okkiliyan) 

Balija 

Idaiyan 

Korava 

 Patnulkaran 

Togata 

Kuruba 

Malayali 

Boya  (Bedar) 

 Vedakkaran 

Bestha 

Lambadi 
 (Banjari) 
 Shanan

職　　掌

農 耕

交 易

農 耕

農 耕

農 耕

交易・農耕

牧 畜

牧 畜

絹 布織 職

綿 布織 職

羊毛織 職

農 耕部 族

狩 猟

狩 猟

漁 師

運搬 ・見張
り

ヤシ酒造り

主な出身地域

タ ミル 地 方

テ ル グ 地 方

テル グ ・タミ
ル地方

タ ミル 地 方

カナーラ ・カ
ル ナータカ ・

タ ミル地方

テ ル グ 地 方

タ ミル 地 方

タ ミル 地 方

グジャラー ト
・タ ミル地方

テ ル グ 地 方

カルナータカ
地方

タ ミル 地 方

テルグ ・カル

ナータカ地方

タ ミル 地 方

テ ル グ 地 方

南 イ ン ド全域

タ ミル 地 方

注)*1Kaveripattanamを 拠 点 とす る南 イ ン ド南 部

　 　 *2KanchipUramを 拠点 とす る南 イ ン ド中部

　 　 [RlcHARDs　 l　g　l　8a;THuRsToN　 1975a-e]
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(ヤ シ酒 つ くり)に よ って構 成 され て い る。他 方,左 手 集 団 に は11の サ ブ カ ー ス トが

包摂 され て い るが,そ れ らはKammalanを 頭 と して,2つ の 交 易 職(Beri　 Chetti,

Nagarattu　 Chetti),農 耕(Razu),牧 畜職(Golla),織 布 職(Kaikk61ar),狩 猟 職

(V6dar),油 搾 り職(Vaniyan),漁 師(Pattanavan),農 業 労 働(Pallan),農 耕 部 族

(Irulan)で あ る(表2)。

　 両 集 団 間 の職 能対 応 関係 は こ こに もみ られ る が,マ ドラ ス市 と異 な る点 は,右 手 集

団 が農 耕 サ ブ カ ー ス トを 主 体 と して 多 様 な職 能 を 包 摂 して お り,且 つ そ の 出身 地 域 も

タ ミル ・テ ル グ ・カ ナ ー ラ ・カ ル ナ ー タ カの 諸 地 域 に 及 ん で い るの に対 して,左 手 集

団 の場 合,手 工 業職 人 ・商 業 サ ブ カ ー ス トを 中 心 と して お り他 の 職 能 は比較 的 少 な く,

出 身地 域 もタ ミル ・テ ル グ地 方 に集 中 して い る。

　 さ て,南 イ ン ドの都 市 及 び 農村 の2事 例 にお け る右手 ・左 手 両 集 団 の成 員か らど の

よ うな こ とが明 らか にな るで あ ろ うか 。

　 第1に,両 地 域 に は共 通 して 右手 集 団 に お け るVellala(農 民),左 手 集 団 に お け る

Kammalan又 はPanchala(手 工 業 職 人)が 頭 目 と して の位 置を 占め て い る こ とが わ

か る。 この よ うな両 サ ブカ ース トの主 導 性 は2地 域 に限 らず 広 く南 イ ン ドの各 地 に み

られ る こと で あ った 。 例 え ば,マ イ ソ ール 地 方 で は右手 集 団 の頭 目 はBamgalu(Ban-

ajiga),　Wodigaru(Oddar)と よば れ る農 民 サ ブ カ ー ス トで あ り,そ の下 に更 に16の

職 能 集 団 が 組 織 され て お り,左 手 集 団 は,Panchalaを 頭 と して その 下 に更 に8っ の

職 能 に よ って 組織 さ れ て い た[SHERRING　 I975:100]。 また,ス リー ラ ンガ パ タ ム

[SHERRING　 l975:100],ト ゥ リチ ノ ポ リ[HEMINGwAY　 l907:92],チ ン グル プ

ッ ト[CRoLE　 l879:33-34]の 各 県 で も右 手 集 団 ・左 手 集 団 の 両 頭 目は各 々Vellala

とPanchalaで あ る こ とが記 録 さ れて い る。

　 第2に,集 団 内 の成 員 間 の結 合 の問 題 で あ る。 様 ざ ま な職 能 を 持 つ サ ブ カ ー ス トが

い ずれ の集 団 に 属す る か と い う帰 属性 は極 めて 不 安 定 で あ った 。先 に あ げた会 計 ・記

録職 は マ ドラス市 で は右手 集 団 の成 員 で はあ るが,他 の地 域 で は 「中立 」 集 団 に属 し

て い る5)。 ま た,セ ー ラ ム県 の事 例 で はGolla(牧 畜 サ ブ カ ー ス ト)は 左 手 集 団 に属

5)「 中立 」 集 団 を構 成 す る カ ース トも地 域 に よ って 大 きな差 異 が あ った と考 え られ る。例 えば

南 イ ン ド南 部 内陸 地 域 の バ ー ラ マハ ール 地 方(Salem及 びMysoreを 含 む地 域)で は17世 紀 末

には,116カ ー ス トの うち,「 中立(Madhyastham)」 集団 に属 した のは バ ラモ ン,ヴ ェ ラー ラの

う ち10の サ ブカ ー ス ト,レ ッデ ィ,ラ ー ジプ ー トな ど66を 占め てい る[Madras　 Govemment

1907:iv・vii]。 ま た,1800年 ご ろ,　 Colin　Mackenzieが 収 集 した伝 承 記 録 に よれ ば,119カ ー

ス トの うち,右 手 に属 す る者39カ ー ス ト,左 手 に属 す る者11カ ー ス ト,そ れ に対 して 中立 集 団

に は69カ ー ス トが入 って い る。 その 成 員 はBaramahal地 方 の中 立集 団 カ ー ス トとほ ぼ 同 じで

あ る[LovE　 l968a:125]。1891年 の マ ドラス セ ンサ ス に よれ ば,左 ・右両 集 団 の 対 立 に 関与

せ ず 中 立 の立 場 を保 った カ ー ス トはBrahman,　 Kshatryaを は じめ牧 畜 カー ス ト及 び寺 院使 役

カ ー ス トSathani等 で あ った[SHERRrNG　 l975:99]。
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して い るが,や が て19世 紀 に入 る と,左 ・右 いず れ の 集 団 に も属 さ な くな る。他 の サ

ブカ ー ス トの 中 に も,彼 ら自身 が いず れ の集 団 に帰 属 す べ きか を確 定 しえず,第 三 者

に規 定 を求 め る状 況 もみ られ た 。 例 え ば1708年1月15日,織 布 カ ー ス トと油 搾 りカ ー

ス トは,両 集 団 の対 立 ・抗 争 の 中 に ま き こ まれ た が,彼 ら自身 明 確 な帰 属 意 識 を 持 ち

え な か った為 に,そ の 確 認 を マ ドラス の イギ リス東 イ ン ド会 社 に求 めて きた 。 「我 わ

れ は時 に は右 手 カ ース ト集 団 に属 す る と いわ れ,ま た或 る時 に は左 手 カ ー ス ト集 団 に

属 す る と もいわ れ て きた 。 しか し,(我 わ れ 自身 に と って不 明 確 で あ る ので)そ の 所

属集 団 を裁 定 して も らい た い」 と訴 え て い る。 東 イ ン ド会 社 当局 は,両 サ ブカ ー ス ト

の 伝 承及 び 「右 手 ・左 手 」 に 関す る地 方 の 伝 承記 録 に もとづ き,織 布 カ ー ス トを左 手

集 団 に,そ して 油 搾 り カ ー ス トを右 手 集 団 に属 す る もの と規 定 した[LOVE　 I968b:

29]。 こ う した諸 サ ブカ ース トの集 団帰 属 性 が 不 確 定 な状 況 は18世 紀 初 期 の マ ドラス

市 に限 らず,そ れ 以 前 か ら南 イ ン ドで は一 般 的 に み られ た よ う で あ る。Oppertは

「(南イ ン ドの)多 くの地 域 で は同 一 の カ ース トに属 す る はず の者 が 相異 な る集 団 の側

につ く ことが あ った の で,(各 サ ブ カ ー ス トの者)す べ て につ いて,(左 ・右 ど ち らか

の)不 変 の位 置 を わ りあ て る こと は困 難iであ る。」 ど の べ て い る[OPPERT　 l972:

61]。 この よ うに 両集 団 の結 合 要 素 は,そ れ らを構 成 す る各 サ ブカ ース トの職 能 を 一

義 的 に必 要 と して い た と は 考 え ら れ な い 。 む しろ,Vellalaを 核 とす る 右 手 集 団,

Panchalaを 核 とす る左 手 集 団 は,社 会経 済機 能 と して の職 能 と は異 な った紐 帯 に よ

って結 合 して いた の で はな い か と考 え られ る。

　 第3に,両 集 団 は17-18世 紀 に イ ギ リス東 イ ン ド会 社 とい う外 部 勢 力 に よ る社 会 統

合 の 一形 態 と して 南 イ ン・ドに導 入 さ れ た社 会 組織 で は な く,す で に5世 紀 頃 に形 成 さ

れ た 自成 的組 織 で あ った と考 え られ る。A・D.459年,ガ ンガ王Kongani　 Rajaの 治

世 に公布 され た銅 板 勅 許 文 には 「Sidlagkatta　 talukaに あ るMelUr貯 水 池 に よ って

灌漑され る水 田10　 kharPdugaを,王 は"18の カ ー ス ト"の 所 領 か ら切 りは な して,

Taitiriya　 BrahmarPaで あ るKadasvami6vaに 寄 進iした 」 と記録 され て い るが[RlcE

l876],　Barnettは この"ユ8の カ ー ス ト"集 団 を 「右 手(Valahgai)」 「左 手(idahgai)」

と よば れ るカ ー ス ト職 能 集 団 で あ る と考 え て い る[SALEToRE　 1934b:68]6)。 この よ

うな カ ー ス ト集 団 の存 在 につ い て は そ の後 も11～16世 紀 の間 に各 地 の 碑文 に記 録 さ れ

て い るが[SALEToRE　 1934b:69-71],そ れ らの史 料 に もとつ い て,両 組 織 の起 源 及 び

性 格 につ いて幾 つ か の仮 説 が 提 示 され た。 それ らの 仮 説 の主 な もの を 以下 に要 約 す る。

6)一 般 にSalem県 で は 右手 集 団 は 「18のpanam」 左 手 集 団 は 「9つ のpanam」 とよ ばれ て
一い る

。panamはvarna(色)の 転 読 と考 え られ,18及 び9各 集団 に属す る カー ス ト数 を 意 味 し

て い る 。 しか し,実 際 に は両 集 団 と もよ り多 くの カ ー ス トを包 摂 して い る[RlcHARDs　 1918a:

126]。
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　 (A)　 ブ ラー フマ ニ ズ ム ・ジ ャ イニ ズ ム 対立 説

　Oppertは 都 市 の主 た る住 人 で あ り,そ の 生 産 を担 う重 要 な 役 割 を果 して いた 職 人

集 団 へ の ジ ャイ ナ教 の影 響 に注 目 し,ジ ャイニ ズ ムの 教 義 を規 範 とす る都 市 的秩 序 と

土 地 所 有者 及 び農 耕 集 団 に よ って維 持 され て いた ブ ラー フ マ ニ ズ ム的 規範 に もとつ く

農 村 的 秩 序 の 対 立 と 考 え た[OPPERT　 l972:RIcHARDs　 1918a:125]。 　Srinivas

AiyangarはOPPertの 説 を 更 に敷 術 して,右 手 ・左手 集 団分 立 の 要 因 は,特 定 カ ー

ス トに よ る階 層 上 昇希 求(サ ンス ク リ ッ ト化)の あ らわ れ で あ り,且 つ,ブ ラ ー フマ

ニ ズ ムの信 奉者 とジ ャイ ニズ ムの 信 奉者 の両 派 に よ る,食 物 ・職 掌 ・居 住 環境 の 差異

に起 因 す る宗 派 対 立 で あ る こと,そ して右 手 ・左 手 の 二 大 集 団 に分 立 した の はチ ョー

ラ王 朝 のRajar負j　 ach61a王 の勅 命(A.D.1010年)に よ る も の で あ った と 推 定 した

[SALEToRE　 　1934b:64--65]。

　 (B)　 農 民 階 層 対 商 人 ・職 人 階 層 対 立 説

T.W.　 Ellisに よれ ば カ ー ス ト集 団 の 対 立 は,交 易 の拡 大 ・外 国 との交 渉 と い う社

会 経 済 変 動 に よ って もた らさ れ た新 興 勢 力 と旧来 の農 村 支 配 層 との 社会 的地 位 の優 位

性 を め ぐる争 い に起 因 す る もの で あ った 。 す な わ ち,外 国 との交 渉 ・交 易 の拡 大 の 中か

ら擁 頭 して きた 商 人 ・職 人 勢 力 は,土 地 所 有 者 を 中 心 とす る農 民 集 団 に よ って維 持 さ

れ て き た伝 統 的 慣 習 や 権威 を 侵食 して きた が,そ れ が両 階 層 の 不 和 ・対 立 を生 じ,や

が て 「左 手 」及 び 「右手 」 と い う二 大 カ ース ト集 団 を形 成 す る背 景 とな った[MAHA・

LINGAM　 　1969a:26]。

　 (C)　 農 民 階 層対 バ ラモ ン=職 人 階 層 対 立 説

　 A.C.　 Burnellは,「 本 来 両 派 の 違 い は,地 主 及 び農 奴(serfs)の グル ープ とバ ラモ

ン ・職 人 ・商 人 に よ って構 成 され る グル ー プ で あ る。 しか し,両 派 の成 員 カ ース トは

か わ る こ とが あ っ た。」 と のべ て い る。 もっ と も,こ の説 はそ の後 ほ とん ど言及 され る

ことな く,有 力 な 見解 とは な らなか った[BuRNELL　 l873;SALEToRE　 l934b:64]。

　 (D)　 ヴ ィ シュ ヌ派 対 シ ヴ ァ派 対 立 説

　 「右 手 」 を 呼称 す る ヴ ィシ ュ ヌ派 バ ラモ ン とそ の信 奉 者 達 及 び 「左 手 」 を呼 称 す る

シヴ ァ派 の バ ラモ ン とそ の信 奉 者 達 は,ガ ル ー ダ の紋 章 を 描 いた 幟 や旗 の使 用 を め ぐ

って対 立 した 。 そ こで,Vicrama　 Ch61a　 Deva王 は,そ の優 先 的使 用 権 を 裁 定 す る

為,古 い銅 板 文書 を調 べ,両 派 の権 利 及 び特 権 を 規 定 した とい う[SALETORE　 1934b:

66]。

　 (E)　 ヴ ェ ラ ー ラ農 民 階 層対 商 人 ・職 人 階 層 対 立 説

　 Burton　 Steinの 最 近 の 研 究 に よ れ ば,　Pallava,　 Ch61a王 朝 期(6～13世 紀)に 村
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落集団を統合 し地域支配の核を形成 してきた有力農民階層Vellalaは,各 地の寺院勢

力 ・バ ラモン集団(Brahmadeya)と 結合 し,社 会経済秩序と精神的宗教的規範の両

面における相互補完的秩序体系を確立 し維持 してきた。 しかし,Ch61a王 朝以降,

次第に商品生産が拡大 し,そ れに伴なって有力商入集団(Nanadesi)は 一種のギル ド

組織を形成 したが,そ の中には,そ れまで相対的に低い社会的身分的地位にあった職

人集団が包摂 された。こうした商人集団を核とするギル ド的組織の擾頭は,単 に伝統

的な農村社会の経済関係に変動をもたらすのみならず,そ れに依拠 して成立してきた

社会 ・身分関係の変動をももた らすものであった。Vellala及 びバラモンを中心 とす

る 「右手」集団は,農 業経営と,そ の経済基盤に依拠 して維持されてきたブラーフマ

ニズム原理に淵源を発する身分秩序の体制であり,商 人・職人集団を核とする 「左手」

集団は,新 たな経済関係の中か ら発生 した,反 ブラーフマニズム的規範 反伝統的秩

序の体制と考えられる。こうした両派の対立は,よ り具体的には儀礼的地位 ・儀礼の

あり方をめ ぐって顕在化 したというのである[STEIN　 1980:173-215]。

　以上,右 手 ・左手両集団の起源及び性格に関する主な見解を要約したが,こ れらの

諸説については依然として疑問が残る。その問題点を以下に指摘 しておきたい。

　 (1)Oppert説(A)で は,両 集団の起源はジャイニズムの影響をうけた都 市住

民層の秩序とブラーフマニズムにもとつ く農村秩序の対立に求 め られ る。 しか し,

17-18世 紀の南インド各地における農村社会内での両集団の存在は必ずしも都市対農

村の図式に対応 しない。仮に都市的秩序の農村への波及が数世紀にわたって生 じたと

しても,ジ ャイニズムの教義 ・規範そのものの影響はほとんどみられないのである。

また南イン ドにおける都市そのものの中世的あり方がこの説では明らかにされなけれ

ばならないし,そ の規範が農村部にどれ程浸透したかという点についても未だ論証が

不十分である。

　 (2)ヴ ィシュヌ派 ・シヴァ派対立説は,教 義 ・儀礼 ・慣習の優位性をめぐる対立

であるが,次 節で明らかにするように～右手 ・左手両集団の成員の多 くは,ヴ ィシュ

ヌ・シヴァの両派に関わるのであって,い ずれかの宗派によって,集 団の帰属が決定

されたとは考えがたい。

　 (3)Ellis及 びSteinの 両説は,　Ch61a王 朝の社会経済状況の変動と身分秩序の

変動の両視点に着目した説得力をもつ所説である。 しか し,セ ーラム県及びマ ドラス

市の二事例で分析したように,相 対応する職能サブカース トが何故右手と左手の両集

団に統合されたのか。また,両 集団が儀礼的地位での優位性を主張 しうる根拠は,常

に経済的地位にもとつ くものであるのか。 更に,「 右手」と 「左手」というホ リゾン

314



重松　 南インドの右手 ・左手集団と祭礼騒擾

タルな概念が何故,上 ・下関係として,特 に職人集団の側か ら意識されたのか。これ

ら少な くとも三点の問題が明 らかにされておらない。換言すれば,社 会経済関係とし

ての両集団が左 ・右の身分関係として認識され,儀 礼をめぐって両集団が対立する根

源は何かを明らかにする必要がある。

　そこで,彼 らの身分的 ・社会的役割を規定するサブカースと固有の儀礼 ・伝承の中

か ら,彼 らの意識 ・規範を考察したい。

1・2　 右 手 ・左 手 と伝承 ・儀礼

　 右 手 ・左 手 集 団 の結 合 が 強 く保 持 され て い るセ ー ラム県 の事 例 につ いて,両 集 団 の

成 員 サ ブ カ ー ス トの儀 礼 ・伝 承 か ら彼 らの 結 合 要 素 を 明 らか にす る。 こ こで分 析 す る

の は主 と してE,ThurstonのTribes　 and()astes　 of　Southem　 India,7vols.(1909)

(reprinted.1975)で あ るが,本 資料 の 内 容 は 主 と して18-19世 紀 に収 集 され た カ ー

ス トの 起 源 伝 承,サ ブ カ ー ス ト集 団 の 名称,サ ブ カ ース ト集 団 の 出身 地,活 動 ・分 布

地 域,同 族 伝 承,カ ー ス ト儀 礼(主 と して生 誕 ・婚 姻 ・葬 儀),婚 姻 形 態 及 び カ ー ス

ト格 言 等 に関 す る もの で あ る。 本 節 で は,そ れ らの う ち,各 カ ー ス トの起 源 伝 承 と同

族 に 関す る伝 承,サ ブ カ ー ス ト間 の関係 に まつ わ る伝 承,ブ ラー フ マ ニ ズ ム に関 す る

儀 礼 を 中心 に 分 析 す る。

　 1・2・1　 右手 集 団 の儀 礼 ・伝 承

　 (a)　 Vellala

　 　 (イ)　 「数 千 年 前,地 上 の人 々 は無 知 で あ り土 を耕 す こ とを 知 らな か った 。 あ る

　 時,激 しい干 ば つ に襲 われ,人 々は土 地 の女 神Bhttd6viに 救 いを 求 め た。 女 神 は

　 憐 み た も うて そ の 身体 の一 部 か ら翠 を 持 った男 を造 られ た 。そ の分 身 がVellalaで

　 あ り,ヴ ァィ シ ャカ ース トに 属 す る。 こ の カ ー ス トに はG6vaisya(牧 畜),　BhUv-

　 aisya(耕 作),　Dhanavaisya(商 業)が 属 す る。」<牧 畜 ・農 耕 ・交 易 カ ー ス トと

　 の 分 身伝 承 〉

　 　 (ロ)　 「Vellalaは 梨(耕 作)に よ って ブ ラ ー フマ ンの祈 りを 支 え,王 の力 を 支 え,

　 商 人 の利 を考 え,そ して 万 民 の安 寧 を 支 え る」 〈バ ラモ ン・王 ・商人 と の協 調 伝承 〉

　 　 (ハ)す べ て のVellalaはMudali,　 Pillai,　Pandaramの いず れ か の カ ー ス ト

　 称 号 を持 つ 。 〈 カ ー ス ト称 号 の共 有 〉

　 　 (二)Vellalaは 一般 に ブ ラー フ マニ カ ル な 儀礼 慣 習 に従 う。<ブ ラ ー フマ ニ ズ

　 ムの 儀礼 〉

　 　 (ホ)Vellalaは 通例,儀 式 の聖 な る シル シ と して,結 婚 と葬 儀 の 際 に聖 紐 を身

　 につ け る。 〈結 婚 ・葬 儀 に お け る ブ ラー フマ ニ ズ ム の儀 礼 〉
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　 (へ)結 婚 ・葬 儀 に は ブ ラ ー フマ ンをPur6hit(司 祭)と して 招 請 す る。<バ ラ

モ ン司祭 〉

　 (ト)Vellalaと 共 通 の名 称 ・地 位 を 持 つ他 の カ ー ス トに はKarukamattai　 Ve-

11ala,を 称 す るShanan,　 G6zulu　 Vellalaを 称 す るBalijaが い る。 〈 カ ー ス ト名

称 ・地 位 の共 有 〉

(b)Komati

　 (イ)Rajarajanarendra王 の後 継 者Vishnu　 Vardhana王 がKδmatiを 処 刑

しよ うと した 時,彼 らはMadigaの 下 に逃 れ そ の庇 護 を う けた 。 そ の後,　Madiga

の 恩 を感 じたK6matiは 彼 らを常 に保 護 す る こと にな った。 〈Mad{gaと の同 朋

関係 伝 承 〉

　 (ロ)Komatiは ブ ラー フ マ ンとMadigaの 女 性 と の間 にで きた子 供 で あ る。

〈Madigaと の 同 族 関 係伝 承 〉

　 (ハ)MadigaはKomatiに 対 して 一 定 の 権 限 を持 って い る。仮 にMadigaが

不 満 を も った りす る とKomatiの 結婚 式 の場 にや って きて,式 場 の天 蓋 支柱 とな

るバ ナ ナ の幹 を切 りと り,宴 を さ また げ る こ とがで き る。 だ か ら結 婚 式 に は 必 ず

Madigaの 一族 を 招 くの で あ る。 〈Madigaと の協 調 関 係 〉

　 (二)K6matiは ブ ラー フマ ンをPurδhitと し,ま た結 婚 式 の 司祭 と して招 請

す る。 〈バ ラ モ ン司祭 〉

　 (ホ)Komatiは 再 生 族(Divija)と して 認 め られ て お り,ヴ ェ ーダ の 儀礼 を遵 守

す る資 格 が 与 え られ て い る。 〈 ブ ラ ー フ マ ニズ ム の 儀礼 〉

　 (へ)Madigaは テ ル グ 地 方 出 身 の皮 革 職 で あ り,　Bedarと 共 飲 ・共 食 関係 に

あ る。Kδmatiの 結 婚 儀 礼 の 場 で は しば しば花 嫁 ・花婿 の輿 を担 いで 街 路 を行 進 す

る役 割 を果 す 。 そ の際,左 手 カ ー ス トグル ー プの 者 と しば しば抗 争 を くりひ ろ げ る。

Komatiが 右手 グ ル ー フ.に属 す る のに 対 して,　Madigaは クル ヌー ル県 で は左 手 グ

ル ープ に属 す る とい う[CHETTI　 1886]。 〈K6matiの 祭 礼 にお け る役 割 〉

(c)　 Reddi

　 (イ)ReddiはKapuと 総 称 され る,テ ル グ地 方 で はバ ラ モ ン に次 ぐ有 力農 民

の一 サ ブカ ース トで あ る。 〈Kapu名 称 ・Kapuの 同族 〉

　 (ロ)　 Kapuと は 「農 民 ・耕 作 者」 を意 味 す る。

　 (ハ)　 マ イ ソ ール地 方 のVakkaligaと 類 似 の伝 承 を もつ 。 そ の伝 承 は婚 姻 を示

す シ ンボル に 関 す る もの で あ る。 す な わ ち 「Kapuは も と も とAy6dhyaに 居 住 し

て い た 。Bharataの 治世 にPillala　 Mari　 Belthi　Reddiと 彼 の息 子 達 は王 を欺 いて
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穀 物 を我 が物 に し,王 に は稲 ワ ラ のみ を 差 し出 した 。 王 は罰 と してDasarathaの

死 の祭 礼(Sradh)用 に カ ボ チ ャ の実 を供 え るよ う命 じた 。彼 らが そ の実 を 実 らせ

る前 にHanumanは 根 を 引 き抜 い た為,祭 礼 に供 え る こ とがで き なか った 。 そ こ

でReddiは カ ボチ ャ と同量 の 品物 をす べ て 差 し出 した が,そ れ で も足 りな い為,

Reddiの 女 達 は結 婚 の シ ン ボル で あ るbottu(聖 紐)を も秤 にの せ て 同 じ重 量 と し

た 。 そ れ以 後,Reddiの う ちM6tatiとPedakantiの サ ブ カ ー ス トに属 す る女 性

達 はbottuの か わ り に ウ コ ンで 染 め た綿 の紐 を代 用 す る とい う。」 〈共 通儀 礼 〉

　 (二)結 婚 儀 礼 はブ ラー フマ ニ ズ ム に準 じて 行 う。 〈 ブ ラ ー フマ ニ ズ ム の儀 礼 〉

　 (ホ)　 バ ラモ ンをPur6hitと して招 請 す る。 〈バ ラモ ン司 祭 〉

　 (へ)一 般 に シ ュ ー ドラ と は共 食 しな いが,Vellalaの うち菜 食 主 義 の 者 か らは

食 事 を 受 け る こと がで き る。 〈Vellalaと の 共 食 〉

(d)Agamudaiyan

　 (イ)一 般 にVellalaの 風 俗 ・習 慣 に 従 う。 〈Vellalaと の共 有 習 慣 〉

　 (ロ)南 イ ン ドの 数県 で はVellala,　 Palli,　Milakkaran7)と 同 一 の者 と考 え られ

て い る。 〈Vellalaと 同等 の 地 位 〉

　 (ハ)　 テ ィ ンネル ヴ ェ リ県 で はKδttai　 Vellalaと よ ば れ て い る。<Vellala称

号 〉

　 (二)誕 生 ・結 婚 ・葬 式 の儀 礼 はVellalaと 同一 で あ る。<Vellalaと 共 通 の通

過 儀 礼 〉

　 (ホ)バ ラモ ンをPur6hitと して 招 請 す る。 〈バ ラモ ン司祭 〉

(e)　 Vakkaliga(Okkiliyan)

　 (イ)　 カ ナ ー ラ地 方 の有 力 農 民 カ ー ス トで あ る。

　 (ロ)結 婚 の儀 礼 はバ ラモ ン司 祭 が と り しき る。 〈バ ラモ ン司祭 〉

(f)Balija

　 (イ)　 「KapuとBalijaは と もに ムス リムの侵 入 者 に追 わ れ て 南 部 に移 住 して

きた。 しか しペ ンナ ール 川 は 氾濫 し渡 る こ とが で きな か った。Balijaの 介 添 役 で あ

ったMalaが そ の子 供 を 川 に 投 げ入 れ るや,川 は た ち ま ち二 つ に裂 け,両 者 は川 を

渡 る こと がで きた 。 … …以 後,KapuとBalijaはMala8)を 讃 え る こ と とな った 。」

7)Melakkaranと もよばれ る。 タ ミル とテルグ両地方 出身のサブカース トが あり,両 者 とも楽

師 としての職能を持つ。 タ ミル 出身の者は一般 にVellalaと 共通 の慣習を保 持 してい るといわ

れ る[THuRsToN　 l　975d:59-60]。
8)テ ルグ地方 出身のア ウ トカース トに属する。 タ ミル地方 出身のParaiyanと 共 に右手集団に

属 し,結 婚 ・葬儀の際には独自の役割を果す。Bellary県 ではMalaはBanajiga(交 易 ・農耕

カース トBalljaの 一分 派)の 使役人 と考え られてお り,結 婚の儀 式には数家族のMalaか ら
6人 の者が選 ばれ,旗 をかかげなが ら行進 の先頭に立つ。また,葬 儀の際には,右 手集団の頭

目(Desayi)の 権威を示す銅の錫をかかげ る[THuRsToN　 l975c:329-330]。
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〈Kapu,　 Balija,　Malaの 同 朋 関係 〉

　 (ロ)右 手 集 団 の 指 導者Desayi9)はBalijaで あ る。右手 集 団 の カ ー ス ト成 員 は

す べ てDGsayiの 命 に従 った。 〈右 手 集 団 の 指導 権 〉

　 (ハ)Desayiの 頭 は そ の権 力 の シ ンボル で あ る 銅 の錫 を保 持 す る こと に な って

お り,Ba1ijaの 結 婚 と葬 式 の 際 にはDesayiの 使 役 人 で あ るPariahを 通 じて この

シ ンボル が 運 ば れ る。 〈BalljaとPariahの 相 互 関係 〉

　 (二)Vellalaと 同 一 の祖 先 伝 承 を 持 つ 。 〈Vellalaと の 共通 祖 先 伝 承 〉

　 (ホ)バ ラ モ ンをPur6hitと して招 請 す る。 〈バ ラモ ン司 祭 〉

(9)　 Idaiyan

　 (イ)Vakkaligaの サ ブカ ー ス トとみ な され て い る。 〈Vakkaligaと の 同族 関

係 〉

　 (ロ)　 セ ー ラ ム県 で はIdaiyanはShananと 同 義 で あ る。<Shananと のL体

性 〉

　 (ハ)VeUala,　 Palliと 共 食 し うる。 〈Vellalaと の共 食 関係 〉

　 (二)バ ラモ ン はIdaiyanか ら ミル ク ・ヨー グル トを 受 け と る こと がで き る。

〈バ ラモ ンとの共 食 関係 〉

　 (ホ)バ ラモ ンはIdaiyanの ホ ー マ の儀 式 を 行 う。 〈バ ラ モ ン司 祭 〉

(h)　 .Korava

　 (イ)Koravaの 中 に はPillaiと い うカ ー ス ト称 号 を持 つ 者 やAgambadiar

Vellalaと 称 す る者 が い る。 〈Vellalaカ ー ス ト称 号 の共 有 〉

　 (ロ)Palli,　 Kavarai,　 Reddiの 呼 称 を 持 つ サ ブ カ ー ス トもあ る。 〈Palli,　Reddi

称 号 の共 有 〉

　 (ハ)結 婚 の儀 式 は バ ラモ ンの司 祭 に よ る。 〈バ ラモ ン司 祭 〉

(i)　 Patnulkaran

　 (イ)　 グ ジ ャ ラ ー+地 方 出身 の織布 カ ー ス トで あ るが,サ ウ ラー シ ュ トラバ ラモ

ン と 自称 す る。 〈バ ラモ ンの 呼称 〉

　 (ロ)　 グ ジ ャラ ー ト地 方 のバ ラ モ ン伝 承 を保 持 す る。 〈 バ ラモ ン伝 承 〉

(j)　 Togata

　 (イ)　 ヴ ィ シュ ヌ派 バ ラモ ンを 司祭 とす る。 〈バ ラモ ン司 祭 〉

9)Desayiと は 本来,国(Desa)を 意味 す る。 しか し南 イ ン ドの ノ ー スア ル コ ッ ト及 び サ ウ ス

ァル コ ッ トで は,「 国の 安寧 を 護 持 す る者 」 と して使 わ れ る称 号(Desayi　 Chetti)を 持 つ 指導

者 と考 え られ,ほ とん ど各 郡 にお かれ て い る。 この 差 配 に従 う者 はLanbadi,　 Jδgi,　Kavarai,

Paraiyanな ど 「右手 」 に属 す る18の カ ー ス トで あ る。 集 団 の掟 を乱 す 者 が い れ ば,各 村 に 置

か れた 下 役 の報 告 を 受 けて 彼 の手 に よ って裁 か れ る[THusRToN　 I975a:121-122]。
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　 (ロ)結 婚,葬 式 の 際 に は 厳格 なプ ラ ーナ 儀礼 を遵 守 す る。 〈プ ラー ナ儀 礼 〉

(k)　 Kuruba

　 (イ)Kurubaの 祖先 はKapuの 一 族 で あ り,Masi　 Reddiで あ った 。<Kapu

の 祖 先伝 承 〉

　 (ロ)Mudali,　 Kapuの 称 号 を持 つ 。 〈Kapu称 号 〉

　 (ハ)　 結 婚 の司祭 と して バ ラモ ンを 招請 す る。 〈バ ラモ ン司祭 〉

(1)Malayali

　 (イ)Malayaliは 本 来Vellalaの 一族 で あ りカ ー ンチ ーフ。一 ラム に居 住 して い

た が,約10世 代 前 に南 イ ン ドが ム ス リムの 支配 を受 けた 時,山 岳地 域 に移 住 した 。

〈Vellalaと の同 族 関係 〉

　 (ロ)Malayaliの 伝 承 を うた った 古謡 に は,「 か つ て カ ー ンチ ー プ ー ラム の僧 で

あ り王 の 兄 弟 で あ ったMalayaliの 一 族 は,王 と争 った 為,彼 地 を 去 り トゥ リチ ノ

ポ リにや って きた。 当時 トゥ リチ ノ ポ リを 治 め て い たVellala,　 Vedarを 打 ち破 り

そ の支 配 者 とな った 。後Malayaliの 三 兄 弟 はそ れ ぞ れKaikk61an,　 Vedan,　 Pallan

の女 を め と った … …」 と い う。 〈Kaikk61an,　 Vedan,　 Pallanと の 同 族 関係 〉

　 (ハ)ジ ャー ヴ ァーデ ィ丘 陵 地 域 のMalayaliはVellalaの 儀 礼 を遵 守 して い

る。 〈Vellalaと の共 通 儀 礼 〉

　 (二)結 婚 の司 祭 はバ ラモ ンで あ る。 〈バ ラモ ン司祭 〉

(m)Boya

　 (イ)Boyaの 特 定 集 団 の 中 に はバ ラモ ンを司 祭 と して 招請 す る者 も あ る。

〈バ ラモ ン司祭 〉

(n)　 Vedakkaran

　 (イ)Vettuwa　 Vellalaを 自称 す る。 〈Vellala称 号 〉

　 (ロ)　 バ ラモ ンを 司 祭 と して 招請 す る。 〈バ ラモ ン司祭 〉

(o)　 Bestha

　 (イ)バ ラモ ンを 司祭 とす る。 〈バ ラモ ン司祭 〉

(P)Lambadi

　 (イ)結 婚 の 司祭 はバ ラ モ ンで あ る。 〈 バ ラモ ン司祭 〉

(q)　 Shanan

　 (イ)Karukavatti　 Vellalaの カ ース ト称 号 を もつ 。 〈Vellala称 号 〉

以 上(a)～(q)で は各 サ ブ カ ース トが個 別 に保 持 して い る祖 先 ・親 族 伝 承,カ ー ス
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ト称 号,結 婚 ・葬 儀 を主 とす る儀礼,諸 儀 礼 に お け るバ ラモ ンの役 割,サ ブ カ ー ス ト

間 の共 飲 ・共 食 関係 を 明 らか に して きた 。 ま ずVellalaと 共 通 の カ ー ス ト称 号 或 い

は祖 先 ・親 族 伝 承 を 持つ 者 に はAgamudaiyan,　 Balija,　Korava,　 Malayali,　 Vedak-

karan,　 Shananが あ げ られ る。 またReddiと 共 通 の カ ー ス ト称 号,或 い は祖 先 ・親

族 伝 承 を もつ サ ブ カ ー ス トと して はVakkaliga,　 Idaiyan,　 Korava,　 Kurubaが あ る。

更 にVellala,　 Reddiと そ の称 号 ・伝 承 を 共 有 す るの は,主 と して 商 業 ・手 工 業 サ ブ

カ ー ス トに属 す るK6mati,　 Togata,　 Boya,　 Bestha,　 Lambadiを 除 く10の サ ブカ ー ス

トで あ る。 祭 式 に お けるバ ラモ ンの役 割,特 にバ ラモ ンをPur6hit(司 祭)と して招

表3Reddi,　 Vellalaを 中 心 とす る右 手 集団 の 共 通 要素

サ ブカ ー ス ト

Vellala

Rcddi

K6mati

Agamudaiyan

Vakkaliga

Balija

Idaiyan

Korava

Patnulkaran

Togata

Kuruba

Malayali

Boya

Vedakkaran

Bestha

Lambadi

Shanan

サブカース ト称
号/シ ンボルの
共有

Kapu,　 Vakkaliga

K6ttai　 Velli　la

Gazulu　 Vellala,

Kapu

Vakkaligaの 分 派

Shananと 同 一

Agambadiar

Vellala,　 Pillai

Mudali,　 Kapu

Karaikkat

Vellala

Vettuva　 Vellala

Karukamatti

Vellala

祖先 ・親族伝承

祭式にお
けるバ ラ
モンの役

割

生誕 ・結婚 ・
i葬礼における
儀礼

共食関係

三つのヴ ァイシ

ア伝承*

Vellala,　 Palliと

共 通

Reddi,　 Idaiyan

の 祖 先 伝 承

Vellalaと 同 一

Reddi,　 Palliと

共 通

バ ラモ ン伝 承

Reddiの 共 通

Pur6hit

Pur6hit

Pur6hit

Pur6hit

Pur6hit

Pur6hit

H6ma

の儀 式

ヴ ェー ダ に よ

る儀 式

フ フー フマ ニ
ズ ムの 祭 式

再 生 族 ・ヴ ェ
ー ダ儀 式

Vellalaと 同

Reddiと 同一

　　 バ ラモンによ
　　 る儀式

　　 'バラモンと同×

Pur6hit

Pur6hit

プ ラーナ儀式

バ ラモ ンによ

る儀式

バ ラモ ンによ

る儀式

Pur6hit又 は バ ラモ ン

に よ る儀 式

Pur6hit

Purδhit

Pur6h三t

フ フー フマ ニ
ズ ムの祭 式

ヴ ェラ ー ラ

と共 食

ヴ ェ ラー ラ

と共 食

ヴ ェ ラー ラ

と共 食

守 護 神

ヴ ィ シ ュヌ
・シヴ ァ

ヴ イ シュヌ
・シヴ ァ

ヴ ィ シ 三ヌ

ヴ ィ シュ ヌ
・シヴ ァ

ヴ ィ シュ ヌ
・シヴ ァ

ヴ ィ シ ュヌ

リンガ ー ヤ

ト

ヴ ィ シ ュヌ
・シヴ ァ

ヴ ィ シ ュヌ
・シ ヴ ァ

ヴ ィ シ ュヌ

*(a)Vellalaの 項(イ)参 照
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請 す る者 はKorava,　 Patnavar,　 Malayali,　 Shananの4つ を 除 くす べ て の サ ブ カ ー

ス トで あ る。 ヒ ン ドゥ教 徒 に と って 最 も重要 な通 過 儀 礼 　 　 生 誕 ・結 婚 ・葬 儀 　 　 に

お け る儀 礼 様 式 と して ブ ラー フ マ ニ ズ ムの 伝 統 様式 を遵 守 す る者 乃 至 そ れ に準 ず る者

はVakkaliga,　 Idaiyan,　 Vedakkaran,　 Lambadi,　 Shananを 除 く12の サ ブ カ ー ス ト

で あ る。 これ ら伝 承 ・儀 礼 の共 通 性 と と もに,各 サ ブ カ ース トの 守 護 神 或 い は信 仰 宗

派 の要 素 を加 え て,Vellala,　 Reddiを 中心 に した各 サ ブカ ース ト間 の 関係 を ま と め

た もの が 表3で あ る。 次 に表2に 示 した 右 手 集 団 に属 す る各 サ ブカ ース トの職 能 と,

表3に 示 した右 手 集 団 にお け る伝 承 ・儀 礼 要 素 の二 つ の側 面 か らVellala,　 Reddiを

中心 に した サ ブ カ ー ス ト間 の諸 関係 を 示 した もの が 図3で あ る。

　 さて,以 上 の よ うに右手 集 団成 員 間 の 「関 係 」 は,〈 職 能 〉<同 族 ・共通 祖 先 ・同

朋 の伝 承 〉 〈儀 礼 〉 〈称 号 〉 の主 に4つ の 「要 素 」 の あ り方 か ら考 察 され て きた 。 こ

れ らの要 素 には そ れ ぞれ 各 サ ブカ ース ト毎 に要 素 の 持 つ 意味 の軽 重 が あ り,要 素 が 成

図3　 Reddi,　 Vellalaを 中心 とす る右 手 集 団 の共 通 要 素

注)Ve:Vellala

　 　 Va:Vakkaliga

　 　 Id:Idaiyan

　 　 Ba:Balija

　 　 Pa:Patnulkaran

　 　 Bo:Boya

　 　 Sh:Shanan

Re:Reddi　 　　 　　 　 Ag:Agamudaiyan

Ma:Malayali　 　 　 　 Vd:Vedakkゑran

Kr:Korava　 　　　　 Ku:Kuruba

Ko:Komati　 　　 　　 La:Lambadi

To:Togata

I:サ ブカ ー ス ト称 号/祖 先 ・親 族 伝 承 の共 有

ll:ブ ラー フ マニ カル 儀 礼/バ ラモ ンの主 要 な 役 割
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立 す る時 期 の ズ レが あ り,要 素 の 内 容 に精 粗 が あ るで あ ろ うが,な お右 手集 団 に共 通

す る あ る特 徴 が 見 出 し う る。

　 第1に,17の サ ブ カ ー ス トの中 に は ヴ ィ シ ュヌ ・シ ヴ ァを 守 護 神 とす る もの は6,

シ ヴ ァのみ を 守 護 神 とす る もの は0,ヴ ィ シ ュヌ の みを 守 護 神 とす る もの3,リ ンガ

ー ヤ ト派 が1
,他 は不 明 も し くは土 着 の守 護 神 と考 え られ る。 とす ると必 ず しも特 定

の守 護 神 が 右 手 集 団 の宗 教規 範 で あ る と は考 え られ ず,少 な くと も ヒ ン ドゥ教 の主 要

な神 格 が右 手 集 団 成 員 に よ って信 仰 され て い る こと は 明 らか に な る。

　 第2に,図3か ら もわ か るよ うに,右 手 集 団 の成 員 の う ち商 業 と手 工 業 を 職 能 とす

る もの は それ ぞれ2で あ り,他 は農 耕 ・牧 畜 を 職能 とす る。 す なわ ち,右 手 集 団 はそ

の生 業 形 態 か らみ た場 合,い わ ゆ る伝 統 的 な生 産形 態を と って い るの で あ る。 しか し,

農 ・牧 を主 体 とす るサ ブ カ ー ス トが,他 の 職 能 集 団 を も含 めて 結 合 しうる原 理 は何 か 。

そ れ は経 済 的 役 割 の共 通 性 の み で は必 ず し も理 解 しえ な い よ うに思 え る。 そ こで,他

の要 素 一 儀 礼 様 式 ・バ ラモ ンの役 割 　 　 か ら各 サ ブ カ ー ス ト間 の関係 を みた 場 合,

上 述 した如 く,通 過 儀礼 に お け る ブ ラ ー フマ ニ ズ ム儀 礼 の遵 守 が 顕 著 で あ る。 つ ま り

バ ラモ ンを権 威 の象 徴 とす る宗 教 ・社 会 規 範 或 い はバ ラモ ンに よ って 示 され る教 義 を

最 高 至上 の もの とす る ブ ラ ー フマ ニ ズ ム的 秩 序 が,同 集 団 に共 通 して い る。 も っと も,

ブ ラ ー フ マニ ズ ム的 秩序 は,儀 式 にお いて 顕 在 化 さ れ,儀 礼 の フ ォー マ リテ ィ に よ っ

て規 制 力を 持 つ と して も,そ れ 自体 観 念 的 な もので あ り,諸 カ ー ス トを結 びつ け る強

力 な 意識 紐 帯 と は な りに くい と考 え られ る。 観 念 的 一儀 礼 的 レヴ ェル に あ る共 通 規 範

を,よ り具 体 的 で 内 面 的 な各 カ ー ス トの属 性 と して の レヴ ェル に結 び つ け る要 素 が す

な わ ち く伝 承 〉 と く称 号 〉だ とい え よ う。

　 第3に,〈 伝 承 〉 と 〈称 号 〉 の要 素 が持 つ 意 味 を考 え た い。 右 手 集 団 の特 徴 と して

はす で に のべ た よ うに,Vellala及 びReddiと の婚 姻 ・同 族(祖 先)関 係 或 い は両

カ ー ス トの保 持 す る カ ース ト称 号 の共 有 関 係 が 明 らか に な った 。 ヒン ドゥ社 会 で は低

位 に あ るカ ー ス トが 自 らの 社会 的 ・身 分 的 ステ ー タス を高 め る為 に,彼 らよ り も上 位

に あ るカ ー ス トの儀 礼 ・慣 習 ・モ ラル を模 倣 した り,或 い は上 位 カ ース トの称 号 を 僧
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

称 す る こと は多 くあ った 。 そ れ 故,称 号 や 親 族 伝 承 の 共通 性 が必 ず しも実 体 と して の

同 族 性 を 意 味 す るの で は な い。 後述 す るよ うに,右 手 と左 手 と の対 立 ・競 合 は,同 一

の 称 号 や 伝 承 或 い は儀 礼 を め ぐ って発 生 したの で あ る。 しか し,特 定 の カ ー ス トー

Vellala及 びReddi-一 一一の持 つ 親 族 ・同 朋伝 承 や称 号 が 下 位 カ ー ス トの者 に よ って共

　

有され,し かも集団成員全体の 「承認」を受けることによって,一 種の"擬 制的同族

関係"が 形成されたと考えられるのではないか。そのことは具体的には祝祭の場で確
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認 され る。 す な わ ち,右 手 集 団 の一 員 と考 え られ る低 カ ー ス トMadigaは 伝 承 に お

いてK6matiと 同族 関 係 に あ るの み な らず,　 K6matiの 婚 姻 儀 礼 に お いて は重 要 な

役 割 を 担 って い る し,ま た,Mala及 びPariahも 右 手 集 団 の有 力者Desayiの 手 先

と してBalijaの 結 婚 ・葬 儀 に お いて 独 自の 意 義 を 与 え られて い る。 特 にア ゥ トカ ー

ス トのPar三ahの 場合 に は右 手 集 団 の一 員 と して"Valahgai　 Mattar"(右 手 の友)

と い う称 号 が 与 え られ,そ れ に伴 う役 割 を 付 与 さ れ る こ とに よ って,集 団 内の 同 朋 関

係 と して 位 置 づ け られ て い る。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 '

　 以 上 み て きた よ うに,右 手 集 団 は農 ・牧 を主 体 とす る カ ース ト職 能 の共 通 性 と宗 教

的 秩 序 の複 合 体 系 と して の意 味 を 持 つ 。 この 場合,ブ ラ ー フマ ニ ズ ム に もとつ く宗 教

的 規 範 はそ れ の み で は意 義 を 持 た ず,Pariahか らVellala,　 Redd五 に至 る諸 カ ース ト

に共 有 され る同族 ・同朋 意 識 の 確 認 の プ ロセ ス と して の機 能 を 持つ 。 儀 礼 ・儀 式 の 持

つ フ ォ ーマ リテ ィ と意識 確認 の要 素 と して の く伝 承 〉 と が結 合 す る こ とに よ って は じ

め て集 団 の 規 範 が 形成 さ れ る。 規 範 は時 に はVellalaな ど上 位 カ ース トへ の モ ラル ・

地 位 の上 昇 志 向 と して僅 諺 の形 で 伝 え られ て ゆ くこと もあ った10)。

　1・2・2左 手 集 団 の 儀 礼 ・伝 承

次 に,左 手 集 団 に属す る主 なサ ブ カ ース トの 儀礼 ・伝 承 に よ って,そ れ らに共 通 す

る 特徴 を 明 らか に した い 。

(a)Kammalan

　 　 (イ)神 々の 創 造主Visvakarmaを 出 自 と して 自 らバ ラモ ンな り と称 す る。〈バ

　 ラモ ンの 自称 〉

　 　 (ロ)Kammalanと は 「目(Kan)を 支 配す る者 」 「(神に)目 を与 え る者 」 を

　 意 味 す る と い う。 タ ミル の 古詩 に よれ ば 神 像 が 完 成 す る と寺 院 で 献 像式 が行 われ る

　 が,そ の儀 式 の最 終 段 階 で 神 像 に 目を刻 み こむ の がKammalanで あ る。像 は 目が

　 入 れ られて は じめて 神 とな る。

　 　 セ イ ロ ンに伝 わ る 「目入 れ 法要(mangalya)」 の 儀式 の場 合,寺 院 の新 築 或 い は

　 寺 院 の 改築 ・装 飾 に関 連 す る最 も重要 な儀 式 と して,供 眼 法要(netra　 mangalya)

　 が あ る。 ど の よ うな像 で あ って も必 ず この法 要 を 施 さね ば な らな い ので あ る。 〈聖

　 職 伝 承>

10)次 の僅諺 にはVellalaを 頂点 とする右手 集団の成員カース ト間の階層性及び下位 カース トの

　 上昇志向が うかがえる。

　 　"Kallan,　Maravan,　 ganathal　Agamudiyan,　 molla　molla　Vellalan,　Vel1益lan　Mudaliyar."

　 (「Kallanか らMaravanへ,そ して敬意を払われ るAgamudiyanに,そ れか ら徐 々に徐 々に

　 Vellalanに,そ して最後 にMudaliyarに(上 昇 したいものだ)j)[LE　 FANu　 l883=136]。
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　 (ハ)Kammalanは 金 細 工 師(Tattan),真 鍮 細 工 師(Kannan),大 工(Tac-

can),石 工(Kal-Taccan),鉄 鍛 冶職(Kollan,　 Karifman)の5つ の職 能 を 含 む 。

　 (二)　 各 職能 の 間で は 自由 に 通 婚 し うる が,例 外 的 に金 細 工 師 は鉄 鍛 冶職 と は通

婚 しな い と され て い る。 〈職 能 ・通婚 関係 〉

　 (ホ)　 「マ ー ンダ ー プ リの 町 で は・Kammalanが 一体 と な って 手 工 業 を 独 占 し

て いた 。彼 らは王 もお そ れず,王 に敬 意 も払 わ な か った 為 逆鱗 にふ れ,つ い に町 を

おわ れ る こと と な った 。 しか し,Beri　 Chettiの 家 に難 を 逃 れ たKammalanの 女

はBeri　 Chettiの 男 と の間 に一 人 の 男児 を も うけた 。 や が て成 人 した この 男 はBeri

Chettiの 女 を め と り,5人 の男 子 を も うけ た 。この5人 がKammalanカ ース トの

と り し きる5つ の 職 能 を そ れ ぞれ 継 承 した」 とい う。 〈都 市 居 住 ・逃 亡 ・同族 伝 承 〉

　 (へ)別 な伝 承 に よれ ば 「Kammalanは バ ラモ ンの男 性 とBeri　 Chettiの 女 性

との 間 に で きた 者 」 だ と い う。 それ 故 「Beri　ChettiとKammaianは 一 つ 」 とい

う格 言 も伝 え られ て い る。 〈同 族 伝 承 〉

　 (ト)Beri　 ChettiとKammalanは 共住 ・共 食す る こ とが で き,ま た結 婚 の聖

紐(tali)も 両 者 の 間 で は同 一 のサ イズ と細 工 で あ る。 〈 シ ン ボル共 通 伝 承 〉

　 (チ)　 タ ミル の 古謡 に よ れば 南 イ ン ドのKaikk61anは か つ てKammalanの 一

員 で あ った とい う。 〈同 族 伝 承 〉

　 (リ)Kammalanの 特 権 と して,自 ら主 張 して い る 内容 は以 下 の 如 くで あ る。

〈擬 似 バ ラモ ン特権 〉

　 　 ① バ ラモ ンの称 号Acharya及 びBhattaに 対 応 す るAchari及 びPaththar

　 の 称 号 を もつ 。

　 　② 　 ヴ ェー ダ の暗 請 を し,そ の知 識 を もつ 。

　 　③ 結 婚 ・葬 儀 そ の他 の祭 式 を 司 ど る。

　 　④5つ の ゴ ー トラす な わ ちvisvagu,　 Janagha,　 Ahima,　 Janardana,　 ub-

　bendraを 持 つ バ ラモ ンの 出 自で あ る と 自称 す る。

　 　⑤ バ ラ モ ンと して シヴ ァ派 の教 義 を 教 授 す る。

　 　⑥ バ ラ モ ンと同 様 の 聖紐 を身 につ け る。

(b)　 Beri　Chetti

　 (イ)　 「カ ー ヴ ェ リプ ー ラム の町 に は1,000家 族 のBeri　 Chettiが 住 んで いた が,

あ る時 王 は彼 らの家 か ら一 人 の女 を 差 し出 す よ うに と命 じた 。彼 らは それ を き ら っ

て 王 の結 婚 式 の前 日,黒 い犬 を結 婚 式 場 の 天蓋 支柱 に結 び つ けて逃 げ去 った 。激 怒

した 王 は以 後 すべ て の カ ース トがBeri　 Chcttiか ら水 を 受 け る こ とを 禁 じた 。 そ の
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　　 為,彼 らは左 手 カ ース ト集 団 の一 員 に加 わ る こ と にな った 。」 〈都 市 居 住 ・逃 亡 伝

　　 承 〉

　　 　 (ロ)KammalanとChettiは お 互 に 友 人 と認 め あ い,タ ミル の 格 言 に よ れ ば

　　 　「ChettiとKammalanは 一 つ な り」 と い う。 〈同朋 伝 承 〉

　　 　 (ハ)　 カ ー ヴ ェ リプ ー ラ ムがBeri　 Chettiの 拠 点 で あ る と考 え られ て い る 。<都

　　 市 居 住 伝 承 〉

　　 　 (二)　 「昔,K6matiが 首 を はね られ よ う と した時Beri　 Chettiが その危 機 を 救

　　 った。 そ の か わ りにK6matiは 裕 福 なBeri　 Chettiの 婦 人 の奴隷 と な り,``Pillai・

　　 puntha　 K6mati(子 供 に され たKδmati)"と よ ば れ る よ うに な った。」<Beri　 Ch-

　　 ettiの 優 位 伝 承 〉

　　 　 (ホ)Beri　 ChettiとK6matiは 対 立 しあ って いて 決 して 交 易 を行 うこ と は な い。

　　 〈右 手 成 員 との 対 立 関 係 〉

　　 　 (へ)Beri　 ChettiとK6matiは と もに ヴ ァイ シ ァ で あ ると主 張 す るが,　 Beri

　　 ChettiはK6matiを ヴ ァ イ シ ァ とは認 めて いな い 。 〈右 手 成 員 との 対立 関係 〉

　　 　 (ト)結 婚 式 の天蓋 支柱 にバ ナ ナ の木 を 結 び つ け る こと は許 され て い な い。 も し

　　 そ う した場 合,右 手 集 団 の成 員で あ るParaiyal1が 切 断 す る と い う。 〈 シ ンボ ル伝

　　 承 〉〈右 手 成 員 との対 立 関 係 〉

　　 (c)　 Nagarattu　 Chetti

　　 　 (イ)Nagaram(都 市)のChettiと い う名 が 示 す よ う に,本 来1,000家 族 の

　　 Chettiが カ ー ンチ ープ ー ラム の町 に居 住 して いた が,や が て そ こか ら 逃 げ 出 した

　　 と い う。 〈都 市 居 住 ・逃 亡 伝 承 〉

　　 　 (ロ)結 婚 と葬 儀 の儀 礼 は ブ ラー フマニ ズ ムの 儀 式 を 厳 守す る。<ブ ラー フマ ニ

　　 ズ ム儀 礼 〉

　　 (d)　 Vedar:Vedakkaranと 同 一(?)

　　 (e)　 Golla

　　 　 (イ)　 「森(Kadu)のGolla」 及 び 「村(Ur)のGolla」 と い う二 つ の セ ク トが

　　 存 在 す る。 〈居 住 伝 承 〉

　　 　 (ロ)Gollaの サ ブ カ ー ス トの一 分 派Erraは バ ラモ ン とGollaの 女 性 の間 に

・　 で きた子 孫 で あ る とい う。 〈バ ラ モ ン との 同 族 伝 承 〉

　　 　 (ハ)Gollaは 右 手 集 団 のKapu(Reddi),　 Kamma,　 Balijaと 自 由 に交 際 で き,

　　 また バ ラ モ ン もGollaか らバ タ ー ミル ク を受 け と る ことが で き る。 〈同 朋 関 係 〉

　　 　 (二)GollaとKapuの 間 に儀礼 上 の差 違 は な く,対 等 で あ る。 〈儀 礼 的 地 位>
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　 (ホ)Gollaは 右手 集 団 のBalijaと 共 食 しうる。 〈共 食 関係 〉

　 (へ)　 しか し,街 頭 で の祭 礼 行 進 の際 に はGollaはKammalanと と もに左 手

集 団 に 属 し,Madigaを 補 佐 役 に使 役 で き る。 〈祭 礼 の役 割 〉

　 (ト)　 カ ー ンチ ー プ ー ラ ム にお け るGollaの シ ンボ ル は銀 のバ タ ーか く伴 棒 で

あ る。 〈カ ー ス トシ ンボル 〉

　 (チ)　 シ ヴ ァ派 とヴ ィ シ ュ ヌ派 の両 派 を 信 奉 す る。 〈宗 派 〉

(f)　 vaniyan

　 (イ)Vaniyanは 「光 の都 の 居住 者(J6ti　 Nagarattu)」 及 び 「聖 火 の 都 の 居 住

者(Tiru　 Vilakku　 Nagarattu)」 の称 号 を もつ 。 〈都 市 居 住 伝 承 〉

　 (ロ)　 ヴ ァイ シ ァで あ る と主 張 し,Vaisya　 puranamを 聖典 とす る。 しか し,

一 般 に は ヴ ァイ シ ァと認 め られず
,よ り低 い カ ー ス トと され て い る。<カ ー ス ト上

昇 伝 承 〉

　 (ハ)Bcri　 Ghettiと 同 じ慣 習 を 保 持 して い る。

　 (二)　 シ ヴ ァ派 に属 す る。

　 (ホ)　 バ ラ モ ンを 司 祭 と して招 請 す る。 〈 ブ ラー フ マ ニ ズ ム儀 礼 〉

(9)Razu

　 (イ)　 ノ ー ス アル コ ッ ト県 でRazuは ク シ ャ ト リア で あ る と主 張 す るが,一 般

に は認 め られ て い ない 。 〈 カ ー ス ト上 昇 伝 承 〉

　 (ロ)Kapu,　 Kamma,　 Velammaの 諸 カ ー ス トの守 護 老 で あ る武 士 カ ー ス トの

子 孫 で あ る と 自認 す る。

　 (ハ)結 婚 その他 の儀 礼 に お いて はバ ラモ ンの慣 習 を模 倣 す る。

　 (二)バ ラ モ ンを 司祭 とす る。

(h)Kaikk6】an

　 (イ)彼 らの 本 拠 はカ ー ンチ ープ ー ラム で あ る。 更 に南 イ ン ドの 西 方(me1)44

力国(nadu)と 東 方(kil)28力 国(nadu)を 支 配 す る とい う。 〈都 市 居 住 伝 承 〉

　 (ロ)大 多数 の者 は シ ヴ ァ派 で あ るが,一 部 は ヴ ィ シュ ヌ派 で あ る。

(i)　 Pallan

　 (イ)　 マ ド ゥラ地 方 で はKammalanの"カ ース トの 息子(Jati　 Pi11ai)"と よ ば

れ て い る。 〈擬 制 同 族 関 係 〉　 　 '　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・

　 (ロ)　 タ ンジ ョール で は右 手集 団 に属 す るParaiyanと カ ース トの優 位 権 を め ぐ

って 常 に 対 立 して い る。 〈左 手成 員 との 対 立 関係 〉

　 (ハ)　 右 手 集 団 と左 手 集 団 の抗 争 の 際 に はPallanが 左 手 集 団 の尖兵 とな る。
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　 (二)　 名 目上 は シ ヴ ァ派 で あ る が実 際 に は村 の 守護 神 や悪 霊 を 信 奉 す る。 〈 土 着

信 仰 〉

(j)　 Irulan

　 (イ)サ ウス ア ル コ ッ トで はIrulanの 中 心 は 「蜂 蜜(ten)のVanniyan」 又 は

「森(vana)のPalli」 と 自称 す る。 〈同族 伝 承 〉

　 (ロ)　 ニ ル ギ リ地 方 のIrulanは ヴ ィ シ ュ ヌ派 で あ るが,チ ング ル プ ッ トで は部

族 神 やMari　 Amman(種 痘 の女 神)を 信 仰 す る。 〈土 着 信 仰 〉

(k)　 Pattanavan

　 (イ)　 キ ス トナか らタ ンジ ョー ル に及 ぶ 沿岸 地 帯 のPattanavanはKaraiyan

(沿 岸 の民)と よば れ る。

　 (ロ)Pattanavanと は,「 沿岸 都 市(pattanam)の 住 者」 の 意 で あ る。<都 市

居 住 伝 承 〉

　 (ハ)Karaiyanの 中 に はTaccan(大 工)Karaiyanと 自称 す る者 も い る。

〈 同族 伝 承 〉

　 (二)　 マ ドラス市 の 祭 礼 で は神 像 を のせ た輿 を かつ ぐ役 割 を もつ 。

　 (ホ)彼 らよ り も上 位 の カ ー ス トの称 号,Ariyar,　 Ariya　 Nattu　 Chetti(Ariya

の 国 のChetti),　 Accu　 Vellala,　 Karaiturai　 Vellala(海 の ヴ ェ ラ ー ラ),　Varun-

akala　 Mudali(水 神Varunaの 頭 目)を 自称 し,　Pillaiの 称 号 を 持 つ 者 もい る。

〈カ ース ト上 昇 伝 承 〉

　 (へ)　 シ ヴ ァ派 に 属 す る が,ま た 海 神Kittiyandavanを 祀 る。 〈土 着信 仰 〉

　 以上 の 左 手 集 団 の 各 サ ブ カ ー ス ト(a)～(k)に み られ る主 た る共 通 要 素 は 同族 ・同

朋伝 承,都 市 居 住(及 び都 市 か らの逃 亡)伝 承,カ ース ト上 昇 伝 承 で あ る。Kammalan

と共 通 の同 族 伝 承 を もつ の はBeri　 Chctti,　 Nagarattu　 Chetti,　 Kaikk61an　 Pattana-

vanで あ り,　Kammalanと 同 朋 伝 承 を 持つPallanで あ る。 ま た,　Pallanは``Jati

Pillai"(「(左 手)カ ー ス トの子 」)と い う称 号 を 与 え られ,集 団 内 で の擬 制 同族 関係 と し

て位 置づ け られ た 。祭 礼 の場 で はKammalanやGollaの 下 で 旗 ・幟 を か つ い だ り,

行 進 の 先 頭 で 露 払 いの 役 割 を す るな ど,特 定 の役 割 を も って い た の で あ る。 同 族 伝

承乃 至 職 能 伝 承 の 中 で,バ ラモ ンと等 しい権 限 或 い はバ ラ モ ンと して の 特権 を主 張 し

て い るサ ブ カ ー ス トに はGolla,　 Kammalanが 認 め られ るが,特 にKammalanの

場合,出 自伝 承 の み な らず,儀 礼 的 役 割 で もバ ラモ ンと全 くか わ らな い権 利 を 要 求 す

る。 ま たKammalanを は じめBeri　 Chetti,　Vaniyan,　 Razu,な ど は上 位 カ ース ト

の地 位 ・称 号 を 呼 称 し,そ の慣 習 を模倣 して い るが,カ ース ト社会 一般,特 に右 手 集
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表4　 Kammalanを 中心とす る左手集団の共通要素

サ ブ カ ー ス

ト 同族伝承

Kammalan

Beri　 Chetti

Nagarattu

Chetti

Vedar

Golla

Vaniyan

Razu

Kaikk61ar

Pallan

Irulan

Pattanavan

Beri　Chetti

と同族

Kammalan

と同族

Chettiの 一

族

とンモ
婚

ラ
結

バ
の

Kammalan

の一 員

Taccanと

同族

同朋伝承
カース ト上

昇志向
都市 伝承 儀　　礼 守 護 神

右手成員と
の対立

伝承

Reddiと 同

朋

Reddiの 戦

士

Kammalan

のJati　 Pillai

バ ラモ ンの出

自

ヴ ァイシァ

ヴ ァイ シァ

ヴ ァイ シア

ク シャ トリア

Vel151a,

Mudali　 Pillai

Tattanは 都

市 の 住 者

Mandapuri

の住 者

Kanchipuram

の住 者

二つ のNaga-
rattu住 者

Kanchipuram

の住 者

沿岸都市の住者

バ ラモ ン と

同 一

Reddiと 同

Beri　Chetti

と同 一

ブ ラ フマ ニ

カル な儀 礼

シヴ ァ

シヴ ァ ・ヴ

イ シュヌ

シヴ ァ 。ヴ

イ シュ ヌ

シヴ ァ ・ヴ

イ シュ ヌ

シヴ ァ

シヴ ァ ・ヴ

イ シュ ヌ

シヴ ァ ・ヴ

イ シュ ヌ

シヴ ァ

ヴ ィ シュ ヌ

シヴ ァ

Vellala,

Brahman

K6mati

Tarayi-

　 　 yan一

団 の 成 員 か らは承 認 され ず,し ば しば非 難 を うけ て い る[SRINIvAs　 l955:24-25]。

VellalaとKammalan,　 KδmatiとChetti,　 ParaiyanとPallanと い った 各 々社

会 的 身 分 的 に競 合 す る地 位 を 占め る者 は伝 承 の 中 に対 立 の モテ ィー フを 持 つ の み な ら

ず,現 実 に祭 礼 の 場 で は常 に激 しい抗 争 を 展 開 した。 そ の 場 合,右 手 集 団 のParaiyan

と左 手集 団 のPallanが 抗 争 の 主 力 的 役割 を果 し た の で あ る[THuRsToN　 l975d:

474-475]。

　 次 に,左 手 集 団 の多 くの サ プ カ ー ス トは彼 らの居 住伝 承 或 い は カ ー ス ト伝承 の 中 に

都 市 に関 連 す るモ テ ィ ー フを 含 ん で い る。す なわ ち,Kammalan,　 Nagarat餌Chetti・

Kaikkδ1arはChδ1a王 朝 の 首都 で あ り,南 イ ン ドの大 寺 院 都 市 の一 つ で あ るカ ー ン

チ ー プ ー ラ ムを 出身 地 と し,Beri　 Chettiは マ ー ンダ ー プ リを 拠 点 とす る。 ま た

Pattanavanは 沿 岸 都 市 の住 者,　Vaniyanは 「光 ・聖 火 の都 」 と い う称 号 を 持 つ。 こ

の よ う に,6つ の サ ブ カ ース トは伝 承 ・称 号 の 中 に都 市 に まつ わ る帰属 表 徴 を,地 域

的 差 異 を含 み つ つ も共有 して い る。

　 守 護 神 ・宗 派 に 関 して は右 手集 団 と同 様,シ ヴ ァ ・ヴ ィ シ ュ ヌ両 派 の信 奉 者 が 多 く,

ど ち らか 一 方 の宗 派 に よ って 帰 属 集 団 が規 定 さ れ るわ けで はな い。

　 以 上 の伝 承 ・儀 礼 を ま とめ た もの が表4で あ り,左 手 集 団 の各 サ ブ ーカ ス トの職 能
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　 　 　 　 図4　 Kammalonを 中心 とす る左 手 集 団 の共 通 要 素

注)Ka:　 Kammalan　 　 BC:Beri　 Chetti　 　 　 NC:Nagarattu　 Chetti

　 　 Va:Vaniyan　 　　　 Ki:Kaikk61ar　 　　　　 Pt:Pattanavar

　 　 Ra:Razu　 　 　 　 　 I:同 族 伝承 の共 有 　 　 H:都 市 伝 承

　 　 皿:カ ー ス ト上 昇志 向

構成を示す表2と 伝承 ・儀礼要素との関係か ら,Kammalanを 中心とする左手集団

の成員間の関係を図示 したものが図4で ある。

　以上各成員サブカース ト間の関係は次のように要約されるであろう。

　 (1)Kammalanを 中心とする伝承の中での 同族関係:商 業 ・手工業 ・漁業サブ

カース トの擬制血縁性

　 C2)都 市居住伝承及び都市逃亡伝承の共有:商 業 ・手工業 ・漁業サブカース トに

みられる都市的職能関係或いは王との対立関係

　 (3)　 カース ト上昇伝承:商 業 ・手工業 ・漁業サブカース トと,競 合的地位をもつ

類似の他のサブカース ト,特 に右手集団成員との対立関係

　上述の(1)～(3)の 三つの要素が複合的に結合して左手集団の組織紐帯を形成 した

と考え られよう。

　ここで,更 に,右 手 ・左手関係が,社 会的位相一相対的上 ・下関係へと転化す る背
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 む　　　

景として,右 手 ・左手各 々の集団伝承と,両 集団に特定の儀礼的意味を付与 したブラ

ーフマニズムの規範とを考えてみたい。
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2.「 右 手 ・左 手 」 か ら 「上 ・下 」 関係 へ

　 2・ ユ 「右 手 ・左 手 」 伝 承

　 右 手 ・左 手 両 集 団 の起 源 につ い て は,①KammalanとBalijaの 対立 をテ ー マ と

ず るKammalan側 の伝 承,②KammalanとVellalaと の対 立 を テ ー マ と す る

Vellala側 の 伝 承 及 び ③Nagarattu　 ChettiとBalijaの 対 立 を テ ー マ とす る 「右 手 ・

左 手 伝 承 」(Mackenzie　 MSS.,　 Translations　 etc.,vol.　xlvi.,Nos.29　 and　 31)[LovE

1968a:124]が あ る。 以 下3つ の伝 承 内容 を 検 討す る。

　 ①Kammalanの 伝 承

　 「Kammalanに はか つ て2人 の 息 子 が い た。 その う ちの一 人 はBalijaの 女 性 との

間 に で きた息 子 で あ り,も う一 人 はKammalanの 女 性 との 間 の 息 子 で あ った 。 あ る

時 父 のKammalanが カ ー ンチ ー プ ー ラ ムの王 に よ って 故 な く殺 され て しま った の で,

二 人 の 息子 達 は力 を 合 せ て 王 を殺 して父 の仇 を討 った。 そ こで 二 人 の 息子 達 は それ ぞ

れ 王 の 肉体 を 分 割 した の だ が,Kammalanの 女 の息 子 は王 の 頭 を と って 秤 の受 皿 と

し,Balljaの 女 の息 子 は王 の皮 膚 を取 りそ れ で行 商 に用 い る敷 物 を つ くり更 に王 の腱

で 商 品 を く くる紐 に した 。 しか し二 人 の息 子 は お互 い に相 手 の取 り分 の方 が 優 れ て い

る と考 え て争 い を は じめ た 。他 の カ ー ス ト達 も いず れか の側 につ いた為,二 つ の対 立

す るグ ル ー プが 生 まれ た の で あ る。」[THuRsToN　 1975b:117-118]

　 ② 　Vellalaの 伝 承

　 「チ ョー ラの 時代,KammalanとVellalaの 間 に激 しい対 立 が生 じた 。 カ ー ンチ

ー プ ー ラム に い た チ ョー ラの 王 は両 カ ー ス トと
,彼 らに 従 う者 達 を 王 宮 に 呼 び 寄せ 両

者 の い い分 を 聞 い た。 そ の際,Kammalanと 彼 ら に従 う者 達 は王 の 左 手 に,そ して

Vellalaと 彼 らに従 う者 達 は王 の右 手 に立 った 。 王 は結 局Kammalanに 不利 な裁 決

を下 した為,そ の後Kammalan一 族 は各 地 に 四散 した とい う。」[THuRsToN　 l975b:

117]　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・

　 ③ 「右 手 ・左 手 起 源 伝 承 」

　 K6mati,　 Vu1】ickar,　Moochir11),　 Tellangwar12),　 Parria,　 Vullavar,　 Gundapodi-

kar,　Shannan等39のBalijaカ ー ス トグ ル ー プ はChetti,　 Pully,　Chuckler,　 Kykul-

11)Moochir又 はMucchi.1901年 のセンサスによれば,マ ラータ出身のカース トで あ り,皮 革

　 職を職能 とする。彼 らは一種の地位上昇 志向を示 し,自 らクシャ トリヤ又 はラー ジプー トと称

　 する[THuRsToN　 1975d:82]。

12)Telaga(?)テ ル グ出身の農民カース トであ り,　Reddiと 同一のカース ト称号Kapuを 持つ。

　 その儀礼様式はきわめてブ ラーフマニズム的で ある 【THuRsToN　 1975e:14]。
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war等11のNagarattu13)カ ー ス トグ ル ー プ とお互 い に 自グル ー プの 優 位 を め ぐ って

対 立 を続 けて いた が,そ の争 いが 余 りに も激 し く且 つ 全 土 に及 ん だ 為,チ ョー ラの王

は両 グ ル ープ を カ ー ンチ ー プ ー ラム に召 喚 した 。 そ して両 者 の居 住 区 を 別 々に定 め,

ま た結 婚 式 の 行 進 や カ ー ス トの守 護 祭 礼 の 場 合 に は,相 手 方 の居 住 区 を 通行 しな い よ

うに布 令 を 出 した 。 両 グ ル ー プ はCaumatch-Amane14)女 神 の ま わ りを め ぐ った の

ち,こ の よ うな王 の裁 可 を女 神 の前 で 受 け た。 女 神 像 の 右手 側 に 立 ったの がBalija

グル ー プ で あ り,左 手 に はNagarattuが 立 った 。 そ して 王 は右 手 で ビ ン ロ ウ ジ とア

レ カ ナ ッツをBalijaに 与 え,左 手 で そ れ らをNagarattuに 与 え た後,前 者 を 「右 手

(valahgai)」 後 者 を 「左 手(idahgai)」 と よ んだ 。

　 さて,次 に3つ の伝 承 の内 容 を分 析 し,そ れ らに含 まれ るい くつ か の 〈要 素 〉か ら,

各 伝 承 に共 通 の モ テ ィー フを 抽 出 し,且 つ,そ の意 義 を 明 らか に す る。

　 第1のKammalan伝 承 に は,そ れ ぞれ に関 連 しあ う4つ の く要 素 〉 が含 まれ て い

る。 す なわ ち,KammalanとBalijaの く異 母 兄 弟 関 係 〉 〈王殺 し〉<王 の 肉体 分

割 〉 〈 肉体 部 位 を め ぐる兄 弟 対 立 〉で あ る。伝 承 の コ ンテ キ ス トか らみ る限 りで は,

右 手 に属 す る こ とに な るBalijaと 左 手 に属 す る こと に な るKammalanと は 本 来 同

族 的一 体 性 を 持 って い た こと が うか が わ れ る。 しか し,〈 王 殺 し〉 とそ の く 肉体 部 位

の分 割 〉 を契 機 と して,Balija(交 易)とKammalan(手 工業)は 対 立 関 係 と して

示 され るが,こ こに は二 重 の モテ ィ ー フが 含 まれ て い よ う。 つ ま り,〈 王殺 し〉(或

い は 「父 の仇 討 」)が 示 す よ う にKammalan,　 Balijaと 王 との対 立 関 係 で あ る。 ま た,

両 者 に よ って獲 得 さ れた 王 の 肉 体 部位=両 者 の職 能 表 徴(Balijaに よ る 皮 膚 と 腱,

Kammalanに よ る頭)の 優 劣 を め ぐる対 立 関係 で あ る。

　 前 者 の特 定 カ ー ス ト集 団 と王 との対 立 関 係 は,〈 王 殺 し〉 と類 似 した ヴ ァ リエ ー シ

ョ ンを と って,他 の伝 承 に も描 かれ て い る。 例 え ば,前 章 で 引 用 した よ うにKam-

malanやNagarattu　 Chettiの 伝 承 で は マ ー ンダ ープ リや 王都 カ ー ンチ ー プ ー ラム

か らの逃 亡 ・移 住 で あ り[前 章(a)一(ホ);(c)一(イ)],或 い はBeri　 Chettiの 伝 承

で は王 との結 婚 忌 避 ・逃 亡 とな る[前 章(b)一(イ)]。 この よ うに,特 に 左手 集 団 に 属

す る諸 カ ース トの伝 承 に は王 の 忌 避 或 い は王 と の対 立 を 主 題 とす る ものが 多 くみ られ

る。 そ の背 景 に は,カ ー ンチ ー プ ー ラ ムを 首 都 と す る チ ョー ラ王 朝 時 代(9～13世

紀)に,商 品生 産 の増 大 に伴 う商 人層 や職 人 層 の擁 頭 乃 至農 民 カ ー ス ト集 団 とは別 に

新 た な職 能 集 団 の形 成 と い う事 実 が考 え られ る[Stein　 I965;Venkatarama　 Aiyar

13)原 義 は 「都 市 の民 」

14)CaumatchはKδmatchi・Ammanの 音転 写 。　Kamakshi・Ammanの ことで あ り,村 落 或 い は

　 地 域 守 護神 で あ る。
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1947]。 商品生産の拡大が農村社会の経済 ・文化に及ぼす影響については これまで,

Stein,タ ーパル,辛 島[辛 島　1970]ら の諸研究 によって,左 手に属す るカース ト集

団と王権との対立関係が当時の社会 ・経済変動と関連して生 じていたことは示唆され

るのである。

　次に,王 の肉体部位の分割をめぐる兄弟対立は何を表わすのであろうか。伝承によ

れば,Kammalanは 職人集団の用いるく秤の受皿〉 として く王の頭〉 を,そ して

Balijaは 移動商人に必要とされる く敷物〉 として く王の皮膚〉を,ま た交易商品の

〈梱包紐〉 として く王の腱〉 を獲得 した。ここには王の肉体部位によって両カース

トの職能表徴が示されている。肉体部位はブラーフマニズムではカース トの出自と深

く関わる。 『マヌの法典』には次のように規定されている[田 辺　 1964:30]。

1-31而 して,こ の世の増福のたために,(彼 はその)口,腕,足 より,バ ラモン,

　　クシャトリヤ,ヴ ァイシャ,シ ュー ドラを造れり。

　本来,各 カース トの出自は造物主の肉体部位によって規定され,ス テータスが認め

られていた。従って,造 物主の肉体のどの部位に位置するかは,ブ ラーフマニズムの

秩序体系の中では極めて重要となる。KammalanとBalijaの 両兄弟の獲得 した肉

体部位つまり職能表徴 は,職 能の分化を暗示するとともに,両 カース ト間の社会的 ・

身分的地位をめぐる対立をも示す。王の肉体部位に自らの職能表徴を仮託することに

よって,カ ース ト集団は権威の位置づけを試みるが,分 割部位の優劣が未だ各カース

トによって決定的なこととして承認されていないことが,伝 承における対立に反映し

ていると考えられる。

　第2のVellala伝 承では,〈 カース ト集団間の対立〉→〈王の裁定〉→<右 手 ・左

手の位置づけ〉という一連のく要素〉が含まれる。対立するカース トは,第 ユの伝承

とは異なりVellala(農 民)とKammalan(職 人)で ある。またここでは王は否定さ

れる存在としてネガティヴな役割を果すのではなく,カ ース ト対立を裁 くという王権

の優位を示すものとして描かれている。更に裁定の結果として 「右手」と 「左手」 と

いう明確な位置づけが与えられるのである。しかもここでは左手に位置づ け られ た

Kammalanは 明らかに劣位の者とされている。

　第3の 右手・左手起源伝承は,〈 カース ト集団間の対立〉→〈王の裁定〉→<右 手・

左手の位置づけ〉 という要素であり,第2の 伝承と共通するが,王 による裁定が神

(女神像)の 権威を背景としていること,両 集団の対立の事情 ・裁定の内容が具体的

に示されていること,及 び両集団の成員カース トがあげられていることは先の2つ の

伝承と異なる。

　以上のチョーラ王朝期を歴史背景とすると考えられる3つ の伝承に共通してみられ
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る要素をまとめると以下の如 くになろう。

　　　　　　　　　A.　 　　　　　　　　　　 B.　　　　　　　　　　 C.

　　　　 [職能集団の分化 ・対立]　 [職能集団と王権iとの関係][職 能集団の位置づけ]

第1伝 承:肉 体分割→兄弟対立　　　王権の否定(王 殺 し)　　　 ?

　　　　　 (Kammalan対Balija)

第2伝 承:KammalanとVellala　 王権による対立裁定　　右手 と左手

　　　　　の対立

第3伝 承:BalljaとNagarattu　 　王権 ・神権による裁定 右手と左手

　　　　　 Chettiの 対立

2・2　 ブ ラー フマニ ズムにお け る右手 ・左手

　 前 述 の伝 承 事 例 か ら二 つ の カ ース ト集 団 の 間 に対 立 が 生 じて い た こと は明 らか に な

った。 しか し,そ の対 立 が 王 に よ って 〈裁 定 〉 され る と い う こ と,更 に,〈 裁 定 〉 の

結 果 と して,カ ー ス ト集 団 が右 手 ・左手 の い ず れか に く位 置 づ け 〉 られ る こ との 意 味

は何 で あ ろ うか 。 この よ うな伝 承 上 の モ テ ィー フ は,3伝 承 に共 通 した舞 台 とな って

い るチ ョー ラ王 朝 の 歴史 状 況 　 　 特 に 政 治権 力 と宗 教 権 威 の 結合 一 に求 め られ よ う。

　 Stein,ロ ミラ=タ ーパ ル の 両 研究 に よれ ば,チ ョー ラ王 朝 時代 に は 王 の保 護 の 下 に

ヴ ィ シ ュヌ ・シ ヴ ァ両 派 の寺 院 が南 イ ン ドの 各 地 に次 々 と建 立 され た 。 これ らの寺 院

は 王 国 内 の諸 領 域 を宗 教 的 ・文化 的 に統 合 す る組 織 と して重 要 な役 割 を 担 った[STEIN

l980:321-342;ロ ミラニタ ーパ ノレ　 1972:48,52-53]。 この こ と はチ ョー ラ時 代 に

ブ ラー フマ ニ ズ ム に もとつ く理 念 が 王 朝 の 支配 理念 と して 国家 イデ オ ロギ ー と して の

性 格 を 持 つ と共 に,更 に地 方へ 次 第 に浸 透 して い った こと を示 唆 す る。 また,こ の時

代 ヴ ィ シ ュ ヌ ・シヴ ァ両 派 及 び それ らの 分 派 は教 義 の 正統 性 を め ぐって しば しば論 争

を 展 開 した の で あ る が そ の過程 で 「正 統 」 「異 端 」 の概 念 が形 成 され て きた よ うで あ

る[ロ ミラ=タ ーパ ル 　 1972:49-56]。 こ う した ブ ラー フ マ ニ ズ ムを 王 朝 の 支配 理 念

とす る王 権(政 治権 力)と 寺 院 勢 力 の結 合 は,地 方 レヴ ェル で は,ま た有 力 カ ー ス ト

集 団 と寺 院 勢 力 の結 合 と い う状 況 を もた ら した 。 南 イ ン ドの 各 地 で,Vellalaを 中心

とす るカ ース ト集 団 は地 域 統 合 の核 と して村 落 集 団(Nadu)を 組 織 したが,彼 らの社

会 ・経 済 面 に お け る世 俗 的 統合 は,各 地 の 寺 院 及 びバ ラモ ンに よ る宗 教 的 な統 合 と不

可 分 の もので あ った[STEIN　 1980:90-140]。 この よ うに,当 時 の 南 イ ン ドで は王 権

が ブ ラー フ マ ニ ズ ムの 宗 教 的権 威 や その規 範 に依 拠 しつ つ 地 方 に まで 浸透 しつ つ あ っ

た とい う状 況 が あ り,且 つ,そ の規 範 の 中か ら 「正 統 」 と 「異 端 」 と い うく整 序 の枠
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組〉を持つ新たな支配の秩序が形成 されてきたのではないかと考えられる。

　〈王による裁定〉とは,具 体的な問題に対 して支配の秩序を執行することであるが,

それはブラーフマニズムという宗教規範 にもとついて,カ ース ト集団 をく整序の枠

組〉に位置づけてゆくことであった。その〈枠組〉が 「右手」であり 「左手」である

といえる。 「右手」に位置づけられることが王朝権力者にとっても宗教規範において
　 　　　　　

もよ り 「正 統 」 に 近 く,且 つ 「左 手 」 が 逆 に 「異 端 」 の 位 置 を示 す とい う支 配 の 秩序

が形 成 され た と考 え られ よ う。 従 って カ ー ス ト集 団 が 王 の裁 定 に よ って 右手 な り左手

な りに位 置 づ け られ る こ と は,同 時 に各 カ ー ス ト集 団 の 宗 教 的 ・社 会 的 な ステ ー タス

を決 定 す る ことで もあ った。 「右 手」 「左手 」 の位 置づ けが カ ー ス ト集 団 に と って 深 刻

な の は,ブ ラ ー フ マニ ズ ムの 浸透 と固定 化 の 中 で,彼 らに与 え られ た それ ぞ れ の ス テ

ー タス も固定 化 す る と考 え られ た か らで あ る
。 そ れ故 に,後 述 す る如 く,宗 教 的規 範

が 最 もヴ ィヴ ィ ドに現 出 され 且 つ 問 われ る祭 礼 の 「場 」,つ ま り,彼 らの帰 属 意 識 が

最 も鮮 明 に確 認 さ れ る 「場」 と し て の 婚儀 ・葬 儀 の祭 礼 に お いて,儀 礼 的 く位 置 づ

け 〉を め ぐ って 対 立 が 先 鋭 化 した と考 え られ よ う。

　 と こ ろで,伝 承 の 中 で示 され る右 手 ・左手 とい う く位 置 づ け〉 或 い は 〈整 序 の枠

組 〉 は ホ リゾ ン タル な位 相 関 係 で あ る。 そ こに は こ とば の本 来 の意 味 に お い て上 ・下

関 係 は含 ま れ て い な い。 右 手 ・左 手 の位 置づ けが両 集 団 に よ る激 しい対 立 を生 ぜ しあ

る よ う な関 係 とな るの は何 故 か 。 或 い は,右 手 ・左 手 とい う空 間 的位 置 が,宗 教 規 範

及 び身 分規 範 と して考 え られ るよ うに な る事 情 は何 か 。 この よ うな 問題 が生 じよ う。

そ こで,ブ ラー フマ ニ ズ ム に お け る右 手 ・左 手 の表 徴 観 念 と,そ れ が 上 ・下 関係 へ と

転 化 す るプ ロセ ス を考 え た い。

　 Brenda　 Bcckは 右 手 ・左 手 を ヒ ン ドゥ イズ ム に お け るSocial　 bodyの 位 置 づ け と

して と らえ,そ れ とヴ ァル ナ の上 ・下 関係 とを結 びつ け る[BECK　 1973]。 す な わ ち,

　 ① 　伝 統 的 な ヒ ン ドゥイ ズ ム に お いて は,一 般 に人 間 は男性 と女 性 と い う二 つ の 関

係 と して考 え られ る。

　 ② 　両 性 の特 性 は ヒ ン ドゥイ ズ ム の イ コノ グ ラフ ィー特 にArdhanariSvara(半 女

シヴ ァ神)に 顕 著 に表 わ され て い る。 す な わ ち,シ ヴ ァ神 の左 半 分 が女 性,右 半分 が

男 性 と して シ ンボ ラ イズ され る。 つ ま り左 側 が 女,右 側 が男 の 表徴 と して 常 に考 え ら

れ て い る。

　 ③ イ ン ドで は 一般 に両 性 の違 いは 社会 的 階 梯(social　 ranking)の 差 異 と して認 識

さ れ る。 例 え ば,ヴ ァル ナ の位 置づ けで は,バ ラモ ンが 上位,ク シャ トリア が 下 位 で

あ るが,両 者 は夫(男)と して のバ ラモ ンと,妻(女)と して の ク シ ャ ト リア の関 係 の 如

く,二 つ の ヴ ァル ナ間 の 関係 が[夫(男)と 妻(女)]及 び[男 性 の上 位 と女 性 の下 位]と
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い う両性 の 対立 概 念 及 び上 ・下 関係 と して 比 定 され る。

④ 従 って,social　 bodyと して の 右手 ・左 手 と は,伝 統 的 ヒ ン ドゥイ ズ ムで は メ

タ フ ォ リカ ル な 夫一 妻,男 一 女 の関 係 と,ヴ ァル ナ に お け る男 ・女 の属 性 と して の上

・下 関 係 とが結 合 した もの と考 え られ て い る。

⑤ 故 に,右 手(男 性)の 優位,及 び左 手(女 性)の 劣 位 とい うsocial　 rankingが

成 立 す る。

　 私 は上 述 のBeck説 に対 して以 下 の疑 問点 を あ げた上 で,「 右 ・左 」 関 係 か ら 「上 ・

下 」 関 係 へ の転 化 を再 検 討 したい 。 す なわ ち,②,③ の如 く二 つ の ヴ ァル ナ 間 の 関係

が南 イ ン ドで は,必 ず しも夫一 妻 の 関係 と して 一 般 に認 識 さ れ た と は考 え られ な い 。

だ か ら④,⑤ でい うよ うなsocial　 bodyの 表 徴 と して の[男 ・女 関係]が ヴ ァル ナ に

お け る[カ ー ス ト間 階 層 関 係]と 直 接 且 つ 普 遍 的 に結 び つ き う るか と い う疑 問 が あ る。

更 に,イ コ ノグ ラフ ィー にお け る男性 と女 性 を 固定 的 ・一 義 的 に右 手 ・左 手 の 関 係 と

して ア ナ ロ ジー を求 め る こ とが 可能 か ど うか と い う疑 問 も残 る。私 はsocial　 bodyと
　 　 　　　　　　　　コ

い う形 態論 に よ る上 ・下 概 念 の規 定 よ り も,む しろ ブ ラー フマ ニ ズ ム の儀 礼 様 式 そ の
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　

もの に 「右 手 ・左 手 」=「上 ・下」 関 係 とい う価 値規 範 が含 まれ て い ると考 え る。

　 例 え ば,ブ ラー フマ ニ ズ ム の儀 礼 様 式 の 一 つ と して,聖 紐 を か け る作 法 にyaj　n6p-

avitaとpracinavitaが あ る。両 方 の作 法 を簡 単 に要 約 す れ ば,① 前 者 の場 合,輪 に

な った 聖紐 を 左 肩 にか け,右 手 の 下 を 通 す の で あ る が,こ の 形 式 は神 へ の礼 拝 を 捧 げ

る際 に と られ る一 種 の 〈浄 の形式 〉で あ る。 これ に対 して,② 後 者 の場 合 に は,右 肩

に か けた 聖紐 を左 手 の下 に通 す 形 式 で,不 浄 と して の葬 儀 の 場 で行 う[KANE　 1974:

287-293;RENou　 　1954:43-44]。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 によう

　 ま た,ブ ラ ー フマ ニ ズ ム の儀 礼 行 為 に は,pradak$ipa(右 続)prasavya(左 続)が

あ る。Garettに よれ ば,前 者 は尊 崇 され るべ き人 の 周 囲 を一 周 す るの で あ るが そ の

場 合,常 に右 まわ りで なけ れ ば な らな い 〈浄 の行 為 〉 で あ る[GARETT　 I　971:107]。

またPrasavyaと は火 葬 儀 礼 で あ って火 葬 堆 の周 囲を 左 まわ りす る行 為 で あ る とい う

[宮 治　 1979〕 。 この よ うに,右 が 〈清 浄 ・吉 祥 な る もの に対 す る儀 礼 様 式 ・行為 〉 で

あ るの に 対 して左 は く 凶 ・不浄 な る もの に対 す る儀 礼 様 式 ・行 為 〉で あ る。

　 こ う した ブ ラ ー フ マ ニ ズ ムの儀 礼 に お け る右(手)・ 左(手)に 付 与 され た 浄 ・不 浄 観

に もとつ く価 値 規 範 が,本 来,水 平 的 な位 置づ けで じか な い 観念 を上 ・下 関 係 に転 化

させ た の で は な いか と考 え られ る。 しか も先 述 した よ うに ブ ラー フ マ ニ ズ ムの 地 方 へ

の浸 透 過 程 で,上 ・下 関 係 を 伴 う社 会 規 範 と して カ ー ス ト集 団 は右 手 ・左 手 の 二 つ の

区 分 に編 入 され た とい え よ う。
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3.騒 擾の 「場」 としての祭礼

3・1　 騒擾 の状 況

　 1652年11月,イ ギ リス 東 イ ン ド会 社 の ア ー ロ ン=べ 一 カ ー は マ ドラ ス商館 長 に着 任

間 もな く,突 然 市 内の 二 大 カー ス トグ ル ー プ の対 立 に 直 面 した 。 ま もな くして,商 館

長 べ 一 カ ー,イ ギ リス特 許 商人 グ リー ン ヒル,及 び 同 商人 ガ ー ニ ー の3名 に よ って 対

立 カ ー ス トグル ープ の指 導 者 シ ェ シ ャ ドリ=ナ ー ヤ カ と コ ンネ リニチ ェテ ィに対 して,

調 停 案 が 提示 さ れた 。 しか しそ の合 意 もす ぐに破 棄 され,同 月24日 紛 争 は再 燃 し,マ

ドラス市 内全 域 を ま き こむ 騒 擾 は翌1653年1月29日 まで 続 い た。 両 グル ーフ0に属 す る

カ ー ス トの成 員 は周 辺 地 域 か ら も市 内 に流 入 し,マ ドラス市 は 混乱 状 態 に陥 った 。商

館 長 ベ ー カ ー は2月5日,東 イ ン ド会 社 の本 拠 ス ー ラ ー ト商館 宛 に公 信 を発 し,事 態

へ の憂 慮 と商館 の窮 状 を 訴 え た 。以 下,公 信 を 引用 して二 大 カ ー ス トグル ー プ の 対立

の状 況 を 眺 めて み た い。

　 「一 体,何 故 二派 に分 立 して ぶ つ か りあ うと い う状 況 が イ ン ド人 の間 に生 じ るの だ

ろ うか 。 ど う考 え て も 理 解 で き な い。 南 イ ン ドの 国 内 で は ど こで も ベル ゲ ワ ッラ

(Belgewarra)と ベ レー ワ ール(Bereewar)15)と い う二 大 カー ス トグ ル ー プ に分 か れ,

彼 らは過 去 数 百 年 に わ た って,相 手 の グル ープ に対 す る優 位 を 主 張 して紛 争 を くり返

して きた とい う。

　 (1652年)11月24日,我 わ れ の み て い る前 で,ほ ん の さ さ い な と るに 足 らぬ 一 言 が

原 因 とな って 対 立 が 発 生 した 。 ベ ル ゲ ワ ッラ はベ レ ー ワー ル に対 して 『お前 達 は一 文

の 値打 ち もな い奴 だ 』 とい った の に 対 して,後 者 が いい返 した の で あ る。 これ を 聞 く

や,ベ ル ゲ ワ ッラ は市 内 に 駆 け込 み,(配 下 の)カ ー ス トメ ンバ ーを 集 め,手 に手 に

刀 と棍 棒 を持 って ベ レー ワー ル の 居 住 区 に なだ れ 込 み,屋 内 の財 産 を 纂 奪 し,相 手 方

の男 二人 の 頭 髪 を切 りと った の で あ る。頭 髪 を 切 り と られ る こと は,彼 らに と って は

首 を切 られ死 体 を そ の場 に打 ち捨 て られ るよ り もず っ と不 名誉 な ことで あ った。 そ の

時 以 来,両 グ ル ー プ に対 す る我 わ れ(東 イ ン ド会 社)の 仲 裁 は不 可 能 とな って い る。 両

者 は周 辺 の カ ー ス ト成 員 を 各 々市 内 に 呼 び入 れ,町 の見 張塔 を壊 し,400～500名 の武

装 した者 達 を 配 置 して い る。 しか るに 我 が方 で はわ ず か26名 の イギ リス 兵 しか お らず,

とて も対 処 しえな い … … そ の後2カ 月 た って,両 グル ープ の首 謀 者2名 を逮 捕 し,要

15)Belgewarraは テルグ地方 出身の交易 カース トを指すBalijaと 「人 ・者」を指すvaruの 複

　 合語であ り,英 人 によ って転詑 された語。またBereewarはBeri　 varuで あり,　Beri　Ghettiを

　 指す[LOVE　 l968a:120ff]。
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ナワロブ

塞 に留 置 した が,当 地 の太 守 は彼 らの釈 放 を求 めて い る。 しか し,も し釈 放 す れ ば,

彼 らは再 びカ ー ス トの成 員 を 集 め て 日常 茶 飯 事 の如 く紛 争 を く り返す で あ ろ う と考 え

られ る… … 」[LovE　 l968a:120-一121]。

　 両 カ ー ス トグル ープ の対 立 ・騒 擾 の原 因 究 明 の為 に,マ ドラ ス商 館 は これ らカ ー ス

トグ ル ー プ の成 員,対 立 の歴 史 背 景 等 を 調 査 し,両 グ ル ー プか らの 異 議 申 立 を記 録 し

た 。 しか し商 館 の 尽 力 に もか か わ らず,1707年10月 再 び騒 擾 は発 生 し,そ の後6カ 月

も続 い た。 以 後,1716年10月 ～1717年2.月,1728年,1750年,1752～1753年,1771年,

1787年,1790年 と,ほ ぼ10～20年 の周 期 で 対 立 は続 い た[L・ovE　 l968b:25-28,141

-143 ,384-390]。

　 18世 紀 末 の20年 間,バ ラモ ン修 行 僧 に身 を や つ して南 イ ン ド各 地 を 遍 歴 した フ ラ ン

ス 人 イエ ズ ス会 士 デ ゥボ ア は,両 グ ル ー プ の対 立 に よ って 引 き お こ され た 混 乱 を,次

の よ うに のべ て い る。

　 「私 は 数度 に わ た って 対 立 を 目撃 した が,(右 手 と左 手)両 派 の主 張 が ぶ つ か りあ い,

その 結 果 狂気 の沙 汰 と もいえ る騒 乱 が生 じた 。 した い放 題 に暴 れ まわ る両 グル ー プ は,

軍 隊 とい え ど もと り抑 え る こ とが で きず … … そ の結 果,安 全 を求 め る人 び と は村 を 去

り,家 財 を持 って 他 の村 へ 移 り,事 態 が お さ ま るま で そ こに滞 在 す るの で あ った … …」

[DuBols　 l906:25-27]。

　 南 イ ン ドの 各地 で は こ う した右 手 ・左 手 の2つ の カ ース トグ ル ー プ間 の対 立 が 生 じ,

混乱 が 引 きお こ され た 。 しか し,対 立 が あ る期 間持 続 した 後 に は再 び事 態 は平 穏 に お

さま り,日 常 の 秩 序 は と り もど され た とい う。

3・2　 騒擾と祭礼表徴

　 二 つ の カ ー ス トグル ープ が 対 立 し,騒 擾 を 引 きお こす 契 機 ・主 因 は何 で あ ろ うか 。

南 イ ン ドで は多 くの カ ース トは独 自の カ ー ス トシ ンボル を保 持 して お り,結 婚 及 び葬

儀 の 行 進 に は しば しば カ ース トの シ ンボル を 掲 げた 。 それ らの シ ンボル は各 カ ー ス ト

毎 に慣 習 的 に認 め られて いた 色 ・装 飾 ・旗 ・道 具 ・乗 物 で あ り,そ れ らを 他 の カ ー ス

トが使 用 した り否定 した りす る こ と は,そ れ を保 持 す る カ ー ス トに と って は極 め て恥

辱 と され た[DUBOIs　 l906:18]。

東 イ ン ド会 社 吏 員 で あ り 『マ ドラ ス管 区 統 治 便 覧 』 の著 者Macleodは 南 イ ン ドの

右手 集 団58カ ース ト及 び左 手 集 団9カ ー ス トの職 能 及 び カ ー ス ト表徴 を詳 細 に記 録 し

て い る[MAcLEoD　 1893:1037]。 それ らを以 下 に紹 介 す る。

　 〈右 手 集 団 の 職能 及 び カ ー ス ト表 徴 〉

　 　 (1)Vellala(農 耕)一 白傘 ・白旗 ・彫 刻 を施 した 扇 子 ・梨 ・各 種 のデ ザ イ ンを 施
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した旗(翠 ・猿 ・カ ッコ ウ鳥 ・オ ウム)・ 様 々な 鐘 ・ホ ラ貝 ・大 太 鼓 ・緑,青 色

の花 冠 ・ラ ッパ　 (2)Vadooga　 Vellala(農 耕)一 白鳥 マ ー クの旗 　 (3)Reddi

(農 耕)一 梨 マ ー クの旗 　 (4)Cummavam(農 業 労 働)一 牛 翠 マ ー クの旗 … …(8)

K6mati(交 易)一 綿 製 の 旗 ・太 鼓 　 (9)Yidavar(牧 畜)一 車 輪 　 (10)Vadooga

Yidayar(牧 畜)一 ホ ラ貝 … …(13)Puttsauley(絹 布 織 職)一 双 頭 の 鳥 の マ ー クの

旗 ……(17)Putnoorcaurar(絹 糸 織 職)一 絹 製 の 旗 … …(19)Shekk　 Vauniyar

(油搾 り)一 ゴ マ の葉 の 花 冠 ・ガル ーダ のマ ー クの旗 ・太 鼓 … …(31)Shaunaur

(ヤ シ酒造 り)一 ナ イフ ・ハ シ ゴ ・Vengay(?)の マ ー ク の旗 　 (32)Coravar(山

岳 部 族)一 ロバ の マ ー クの旗 … …(31)Woddar(井 戸 掘 り)一 シ ャベ ル の マ ー クの

旗 ……(39)Boyees(運 搬)一 一Paのマ ー クの 旗 … …(49)Vadooga　 Pundauram

(托鉢 僧)一 斧 ……

〈左 手 集 団 の 職能 及 び カ ー ス ト表 徴 〉

　 (1)Beri　 Chetti(交 易)一 トビの マ ー クの旗 　 (2)Nagara　 Vauniyar(都 市 の

　 油 搾 り)-9つ の 宝 石 の マ ー クの花 冠 　 (3)Keikkilar(織 布)一 各 種 マ ー クの旗

　 (獅子 ・孔 雀 ・熊 ・鹿 ・カ ッ コウ鳥)・ 太 鼓 　 (4)Cummaular(5つ の手 工 業)

　一 槌 ・ノ ミ ・定 規 ・各種 マ ー クの 旗(鷲 ・白 い トビ ・オ ゥ ム)　 (5)Pullies(?)

　一 大斧 ・鶴 の羽 毛 ・蓮 の花 冠 ・各 種 マ ー クの旗(雄 鶏 ・雌 鶏 ・キ ッ ネ ・ナ ッメ ヤ

　 シ ・石)緑 色 の旗 ・太 鼓 ・黒 色 の 旗 　 (6)Pullar(雑 役)一 カニ の マ ー ク の 旗 ・

　nelly(～)の 花冠 　 (7)Chucklcr(雑 役)一 黒色 の花 冠 ・刀 ・ヤ シの葉 ・太鼓 ・

　 彫 刻 した杖 ・サ フ ラ ンの幕 　 (8)Pavaniyar(?〉 一 太 鼓 の マ ー クの 旗 　 (9)Val1・

　 oovar(?)一 白傘 ・白旗 ・ホ ラ貝 ・ラ ッパ ・短 い笛 ・5つ の ッ ボ

　 上 述 した右 手 ・左 手 両 集 団 の各 カ ース トの 色 及 び数 に関 す る シ ンボ リズ ム の意 味 は

不 明 で あ るが,各 カ ー ス トは,彼 らの職 能 と祭 礼 に お け る役 割 に深 く結 びつ いて い る

道 具 ・装 飾及 び各 種 の動 ・植物 の マ ー クを つ けた旗 を カ ー ス ト表 徴 と して 保 持 して い

た と考 え られ る。 それ らの表 徴 は第1章 で 明 らか に した よ う に各 カ ー ス トの伝 承 の 中

に伝 え られ,村 祭 礼 或 い は結 婚 ・葬 儀 の場 で 顕 示 され た。 右 手 集 団 の祭 礼 の時 に は常

に各 カ ース トは旗 や道 具 を か か げ,Pariahの 楽 師 が ラ ッパ と角 笛 を 吹 き な ら し,ま

た左 手 集 団 の祭 礼 に お いて は,Chuck】erの 楽 師 に よ って太 鼓 及 び各種 の タ ム タ ムが

打 ち な らされ た[RlcHARDs　 1918a:125-126]と い う。 この よ う にi祭礼 の場 に おい

て,彼 らの伝 承 の 中 に生 き続 けた カ ー ス ト表 徴 が 具体 的 な形 を と って復 原 され,カ ー
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ス ト結 合 と帰 属 意 識 が顕 在 化 され るの で あ る。

　 祭 礼 表徴 は今 のべ た よ うに各 カ ー ス ト毎 に 保 持 され て いた の み な らず,右 手 ・左 手

集 団 の く集 団結 合 表 徴 〉 と じて の意 味 を も持 ち,そ れ は両 集 団 の 伝 承 の 中 に も明 確 に

示 され て い る。

　 Saletoreは チ ョー ラ王Kul6ttunga三 世 の 治 世 第40年 に刻 され た 碑 文 史 料 に よ

って左 手 集 団 の 伝 承 とそ の集 団 表 徴 を 明 らか に し て い る[SALEToRE　 l934a:62--

63]。

　 「哲 人KaSyapaに 抵 抗 す るデ モ ンを殺 す た め,我 わ れ(ldahgai集 団 の98カ ー ス

ト)は 聖 火 口(aganikupda)か ら生 み 出 さ れ た。 哲 人Kagyapaを 守 る間 に,　Chak・

ravartin　 Arindamaは 哲人 の 司祭 者 達 を輿 に乗 せ,ブ ラー フマ ナ の 地 に お運 び にな っ

た。 この 時,我 れ ら(ldahgai)の(先 祖 達)は こ の輿 の 後部 に座 し,司 祭達 の履 物 と

傘 を運 ぶ よ う命ぜ られ た 。 か く して我 われ(の 祖 先 達)は,Sennivala　 Kα ∬amの6

つ の村 々(現 在 のテ ィル チ ノ ポ リ県)に 定 住 す る ことを 許 され た。 哲 人 司 祭達 が輿 か

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　

ら降 り る際,こ の人 達 の左 側 を支 えて 助 けた の で,Idahgai(左 手)な る名 を 拝受 し

た。(そ の後)わ れ らの祖 先 達 は森 や林 の 中でIdahgaiた る資 格 と表徴 を失 って しま

った の で あ る。今 日,再 び 我 が集 団 の起 源 を 知 った ので あ るか ら,我 が98の サ ブカ ー

ス トは この 年(第40年)に 一 堂 に会 し,今 後 同 一 の両 親 か ら生 まれ た子 供 の如 く団 結

し,我 わ れ に 降 りかか る こ と は善 ・悪 にか か わ らず すべ て共 に分 ちあ う ことを こ こ に、

決 意す る。Idahgaiに 不 名誉 な行 為 が加 え られ た な ら名 誉 を と り もどす べ くわ れ らが

権利を主張する。また集団間の対立を調停する場にあっては,角 笛とラッパ及び傘を

持つ者こそが我が成員であると規定する。それ故,今 後,我 われが公の場でお互いを

確認しあうには,鶴 の羽毛と長 くた らした髪というシルシを示さねばならぬ。そして,

角笛とホラ貝とを我が集団の流儀通りに吹きならさねばならぬ。このようなシルシと

流儀にそむ く者は我われの敵対者とみなす……」

　角笛 ・ラッパ ・傘 ・鶴の羽毛 ・長 くたらした髪といった楽器 ・シルシ及びその使用

流儀は,左 手集団の成員を示す一種の資格表徴であり,し か も他集団との識別表徴で

もあった。このような各種の表徴が集団の名誉をともなって独占的に誇示されるのは,

表徴の一つひとつが集団伝承の中で意義を付与されているからである。つまり表徴の

もつ色 ・種類 ・デザイン・装飾そのものには必 らず しも絶対的な価値があるとは思わ

れず,伝 承が再生される時にはじめて伝承の中で祖先神や守護神によって一つひとつ

の表徴に与えられた役割や意味が共通に認識される。そして伝承の中で描かれた各種

の表徴を祭礼の場で具体的な形をともなって再現し確認する　　換言すれば表徴の具
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現 に よ って伝 承 を再 現 す る一 こと に よ って,彼 らの 結合 意 識 は共 通 に且 つ 鮮 明 に 自

覚 され るの で あ る。 そ の 自覚 の プ ロセ ス が婚 儀 ・葬 儀 ・村 の祝 祭 にお け る祭 礼 行進 で

あ り,相 手 集 団 に対 す るデ モ ンス トレー シ ョ ンで はな か った か。 こ う した 結 合 確認 の

プ ロセ ス は古 くか ら くり返 し行 わ れ て き たで あ ろ う。 しか し,確 認 の あ り方 とそ れ を

め ぐる対 立 の状 況 は時 代 に よ って特 有 の ヴ ァ リエー シ ョンを とって あ らわ れ た とい え

よ う。

　 そ れ で は,集 団の 結 合 と名誉 を示 す祭 礼 表 徴 が17-18世 紀 の南 イ ン ドで ど の よ うに

認 識 され,そ の認 識 の 場 で ど の よ うな対 立 が生 じた の か を 明 らか に した い。 そ の た め

に,17世 紀 中期 のマ ドラス市 に お け る両 集 団 の対 立 に 関す る裁 定 の 内容,イ ギ リス東

イ ン ド会 社 に よ る両 集 団 の紛 争 に 関す る調 査 報 告,セ ー ラ ム県 に お け る両 集 団 の 祭礼

権,マ イ ソ ール 地 方 に お け る左 手 集 団 のKammalanカ ー ス トの儀 礼 上 の 権 利,及 び

両 集 団 の祭 礼 慣 習 か ら検 討 す る。

　 〔事例1〕 　 「カ ー ス ト紛 争 に 関す る裁 定 書 一1652年11月5日 付 」

　 ① イギ リス東 イ ン ド会 社 の セ ン ト=ジ ョー ジ要 塞 にて,商 館 長 ベ ー カ ー,特 許商

　 人 グ リー ン ヒル,ガ ーニ ー 両 氏 及 び チ ンナ パ タ ム(マ ドラス)の 住人 コ ンネ リ=チ

　 ェテ ィ,シ ェシ ャ ド リ=ナ ー ヤ カ両 名が 会 同 した 。

　 ② 　最 近,両 カ ー ス ト(グ ル ー プ)の 間 に そ の居住 区 に 関 して 若 干 の 対 立 と紛 争 が

　 発 生 した が,本 日 こ こに 調 停 が成 立 した 。結 婚 式 及 び葬 儀(の 行 進)に 関 して 両 カ

　 ー ス トが規 則 を 遵 守 せ ぬ 場合,そ の違 反 者 に対 して は罰 金1,000ド ル を科 す 。

　 ③ 右 手 カ ー ス トの者 は定 め られ た地 域 内 に居 住 し,左 手 カ ー ス トの 地 域 内 で の居

　 住 ・通 行 を認 め な い。 左 手 カ ー ス トにつ いて も同様 の 旨 とす る。

　 ④ 商 館 前 か ら タ ガ ッポ=チ ェテ ィ庭 園 に 至 る大 通 り及 び大 通 り西 側 の 全 街 区 は右

　 手 カ ー ス トに割 りあて る こ と とす る。甲ポ ー タ ー邸前 か らマ ッ リカル ジ ャ ン旧 寺 院 に

　 至 る大 通 り及 び ニ ュ ース ト リー トの全 域 は左 手 カ ース トに割 りあて られ る こ ととす

　 る。

　 ⑤ 市 庁舎 前 の マ ーケ ッ ト通 りか ら コー マテ ィ商 人街 ま で は右 手 カ ース ト,同 じ く,
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ヘ

　 マー ケ ッ ト街 か らチ ェテ ィ商 人 街 まで は左 手 カ ー ス トに 割 りあて る こ と とす る。割

　 りあ て られ た街 区 で は,両 カ ース トと も結 婚 ・葬 儀 の行 進 は 自由で あ る。 しか し,

　 規 則 に 違反 した場 合 に は罰 金1,000ド ル を 科 す[LovE　 1968a:118-120]。

〔事 例2〕 「マ ドラ ス市 の カ ース トグ ル ー プ紛 争 に関す るLoveの 見 解 」

① 　 右 手(Valahgai)及 び左 手(Idahgai)の 区分 は南 イ ン ド特 有 の もの で あ る。 そ

の発 生 の起 源 は不 明 で あ る。 右 手 グル ープ は行 進 の際 に馬 に乗 り,あ る種 の 紋章 の
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つ い た 旗 を掲 げ16),結 婚 式 場 の 天蓋 支 柱 を12本 使 用 す る権 利 を 持 つ と 自 ら主 張 す る。

② 　 ま た 右手 グル ー プ は左手 グル ープ に対 して は上 記 の権 利 を 認 め ず,天 蓋 支柱 の

使 用 も11本 の み認 め て い る。

③ 左 手 グル ープ は これ らす べ て の特 権 を 要 求 して い る。

④ 右 手 カ ー ス トグ ル ー プ に は,ヴ ェラ ー ラ,コ ー マテ ィ,書 記 役,絹 織 職,皮 革

職(女 性),パ ッ リ(男 性)及 び パ ライ ヤ が 属 し,左 手 グ ル ー プ に は,チ ェテ ィ,

手 工 業 職,油 搾 り職,(綿)織 職,皮 革 職(男 性)及 びパ ッ リ(女 性)が 含 まれ る

[LOVE　 　l　968a:ll8]o

〔事 例3〕 『セ ー ラム県 誌 』 に記 述 され た 右手 ・左 手 カ ー ス トグル ープ の祭 礼 に お

け る権 利

① 　 右 手 カ ース トグ ル ー プ は結 婚 式 や 他 の 社 会 的 儀 礼 ・年 中行 事 の祭 礼 の場 で は,

白檀 やpan-sUpari(?)を 配 る権 利 を もつ 。

② 　結 婚 式 の行 進 の 際 に は右 手 グ ル ー プ の楽 師 を つ とめ るパ ライ ヤ カ ース トの 者 は

笛 とホ ラ貝 の使 用 が 許 され て い る。

③ そ れ に対 して,左 手 カー ス トグ ル ー プ の楽 師 を つ とめ るチ ャク リヤ カ ー ス トは

太 鼓 及 び タム タ ム の み使 用 が許 され て いた17》。

④ 村 の 守護 母 神 マ リ=ア ンマ ン祭 の 祭 礼 は右手 カ ー ス トグル ー プ に優 先 権 が あ り・

左 手 カ ー ス トグル ープ は その 後 に 祭 礼 を 行 わ ね ば な らなか った[RIcHARDs　 1918

b:125-126]。

　 〔事 例4〕 　 左手 カ ー ス トグル ー プ の頭 目 カ ンマ ー ラ ンカ ー ス トに対 す る祭 礼 に お

け る規 定

① 左手 カ ー ス トグル ー プの 頭 目 カ ンマ ー ラン は カ ー リー寺 院(す なわ ち シヴ ァ寺

院)の あ る村 以外 で は結 婚 式 を あげ る こ とが で き な い。

② 　 彼 らの 結婚 の行 進 は他 の 高 位 の カ ー ス ト(特 に 右手 グル ープ)の 通 りを 通 過 し

　え な い。

③ 　 彼 らは赤 い履 物(cadavtt)を 使 用 す る こと は認 め られ な い。

④ 　 結 婚 式 場 の 天蓋 支 柱 の数 は,右 手 カ ー ス トグ ル ープ の それ よ り も一本 少 な い こ

　 と とす る[SRINIvAs　 l972:23-24]。

16)Sherrin9に よれば,右 手集団の特権 として,シ ヴ ァ信仰を示すハ ヌマーンの紋章のつ い た

　旗を使用 した とい う[SHERRING　 l955:101]。
17)Karikala　 Ch61a王 は人 々を2つ のグル ープに分 け,各 グループには各 々98のtribeを 割 りあ

　て,葬 儀 と祝儀の際には両 グル ープは各 々の旗 と楽器 を使用することが認 め られ た,と い う

　 [CROLE　 　1879:33-34]o
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　 〔事 例5〕 　 南 イ ン ドの カ ー ス ト伝 承 に お け る右 手 ・左手 カ ー ス トの祭礼 慣 習

　 ① ヴ ェ ラ ー ラを 頭 とす る右 手 カ ー ス トグル ー プは ξavarakkali(ム チ?)と 白 い傘

　 の 使 用 が認 め られ て い る。

　 ② 　結 婚 の行 進 に は 白 い馬 に 乗 る こ と及 び5つ のSembu(?)を 持 つ こ とが 認 あ ら

　 れ て い る。

　 ③ 　右 手 カ ー ス トグル ープ の うち,ヴ ァ ンナー ン,ア ンバ ッタ ン,パ ラ イヤ の各 カ

　 ー ス トは 「白 い」 色 の 使用 が認 め られ て い る。

　 ④ 右手 カ ー ス トグル ープ は彼 らの守 護 神 と してpermal(ヴ ィ シュ ヌ神)を 祀 る。

　 ⑤ 左手 カ ー ス トグ ル ー プ は ど のカ ース トで あ れ,白 い馬 と6avarakkaliの 所 有 は

　 認 め られ な い。

　 ⑥ 左手 カ ー ス トグル ープ の頭 目カ ンマ ー ラ ンカ ー ス トは,装 飾 の な い 白い傘 の使

　 用 は 認 め られ た。

　 ⑦ 左 手 カ ー ス トグ ル ー プ に は5つ のSembuの 使 用 は認 め られ た 。

　 ⑧ 　 左 手 カ ー ス トグル ー フ0は彼 らの 守護 神 と して シ ヴ ァ神 を 祀 る[MAHALINGAM

　 1972:xxxiii-xxxiv,56-57,147]。

　 さて,以 上5つ の 事 例 か ら次 の点 が 明 らか に な るで あ ろ う。

　 ま ず,右 手 ・左 手 カ ー ス トグ ル ー プの 対 立 の 背 景 に は,〈 祭 礼 の諸 要素 〉一 す なわ

ち,(イ)祭 礼 の場 と時 期(結 婚 ・葬 儀 の通 過 地 域,マ リ=ア ンマ ン祭,シ ヴ ァ ・ペ

ル マ ー ル寺 院)(ロ)祭 具(天 蓋 支 柱 と そ の数,楽 器,Savarakkali,　 Sembu,　 cadavO,

傘,旗,白 檀)(ハ)紋 章(ハ ヌ マー ン)(二)履 物 ・乗 物(馬)(ホ)色(赤 ・白)一

の独 占的 使 用 権 の 問題 が あ った。

　 この よ うな く祭 礼 の 諸要 素 〉 に関 す る権 限 は,右 手 ・左 手 の 両 集 団 に よ って 主 張 さ

れ て きたが,中 世 以 来慣 習 的 に それ らの 権 限 は 主 と して右 手 集 団 に よ って優 先 的 に 享

受 さ れて きた と考 え られ る。1013年 頃 の 複 数 の碑 文 史 料 に よれ ば左 手 集 団 のKam-

malanは 低 カ ース トと して村 の一 定 地 域 に居住 制限 され て いた が,そ の後 の 碑 文 史

料 に よ れ ば チ ョー ラ王 の一 人 に よ って 発 布 され た勅 令 に よ って,結 婚 と葬 儀 の 際 に は

ホ ラ貝 を 吹 き鳴 ら し,太 鼓 を うつ こ とが 許 され,ま た サ ンダ ル を は き,家 にセ ッコ ウ

を 塗 る ことが 認 め られ た,と い う[HULTZSCH　 I891]。

　 村 の祭 礼 及 び結婚 ・葬礼 の儀 式 慣 習,そ れ らに伴 な う種 々 の様 式 は維 持 され た と考

え られ るが,問 題 は祭 礼 の特 権 ・祭 礼 表 徴 の 占有 権 一 ど の集 団 が 特権 的 に特 定 の どの

よ うな祭 礼 を行 い,ま た ど の よ うな祭 礼 表 徴 を用 い うるか とい う権 限一 は,そ の 後 次
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　

第に弱体化 しつつあった。西欧諸国勢力の浸透 しはじあた17-18世 紀にはすでに祭礼

における特権規定は極めて不明確となり,両 集団のいずれが特定の表徴を享受 しうる
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のかは両カース トグループにも判別 しえな くなっていたのである。デュボァは対立の

原因を次のようにのべている。

　 「両派の対立は彼 らが共に主張 している特権をどちらが享受しうるかという問題に

根ざしている。 しか し今日ではもはや(祭 礼における)特 権の所在は明確に規定され

ておらず,は っきり認められてもいない。その結果,混 乱が生 じるのだが,そ の問題

を仲裁することは困難iになっている。」[DuBols　 1906:25]

　セーラム県において も同様の状況であった。

　 「両派の相異点を明らかにすることは極めてむつかしい。それが両派の憎悪をつの

らせている・・…・村の中で何か変化が生じてこれまでの弱いグループが自らの立場を強

くすると,必 然的に彼 らのグループに都合のよいように(儀 礼上の)慣 習を変えよう

として紛争が生 じる。」[LE　FANu　 l883:133]

　Le　Fanuの 報告から考えうることは,両 集団間の社会的 ・経済的勢力の 逆転化が

生じたこと(本 論では十分に明 らかにしえなかったが,17,18世 紀以前にはすでに社

会経済構造の変動,特 に商品生産の拡大過程で商人 ・手工業者の経済的地位が相対的

に向上したことが考えられる[CHIcHERov　 1971])及 びそれに伴なう儀礼的地位の

変化である。

　 このように17-18世 紀には一方では祭礼表徴の特権規定が不明確になり,い ずれの

集団に特権が属するのか判別 し難 くなる状況があり,他 方では,集 団間の経済的 ・社

会的地位の転倒化という状況があった。 こうした状況の中で,両 派は自己集団の伝承

の優位性を祭礼の 「場」で最 も強 く打ち出そうとした。それは具体的には,相 手方に

よる祭礼表徴の使用に制限を加え,占 有化 しようとする形をとった。

　結局,祭 礼騒擾の契機が当事者外にとって一見極めて無意味であっても,彼 らにと

って,深 刻であるのは,そ れが自己のカース ト及び集団の帰属意識を最も鮮明に刻印

している伝承にうらうちされた表徴に関わると考え られるからである。

3・3祭 礼騒 擾 の意 義

　 南 イ ン ド ・シヴ ァプ ール 村 に お ける実 地 調査 に よ って,社 会 学 者K.Ishwaranは

24の 主 要 な祭 礼 を あ げて い る。 そ の 中 に は,全 村 の者 が参 加 す る祭 礼 は3つ,バ ラモ

ンと マ ラ ータ の み参 加 す る もの は3つ,バ ラ モ ンの み参 加 し うる もの3つ,マ ラ ー タ

の み参 加 し うる も の2つ,ム ス リム の み参 加 し うる もの3つ,ヒ ン ドゥと マ ラ ー タが

参 加 す る もの2つ,全 ヒ ン ドゥ教 徒 の み参 加 し う る もの8つ が あ る。 この よ うに こ こ

で は祭 礼 は 各 コ ミュニテ ィ独 自 の祭 礼 と村 全 体 の祭 礼 との2つ に大 別 し う るが,そ れ

以 外 に各 カ ー ス ト毎 に,誕 生 と命 名,幼 児 か ら児 童 へ,児 童 か ら成 人 へ の 通 過儀 礼,
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結婚,葬 儀といったライフサイクルでの通過儀礼がある。 このような各種の祭礼 ・儀

礼によって,村 人は同家族内,同 カース ト内,同 一村落内での一体性を強め,且 つ村

人各人が果すべき役割と,過 去と未来(来世)と を結びつける現時点での存在を意識す

る[lsHwARAN　 l968:74-88,188-196]。 従 って祭礼は家族 ・カース ト・村人の結合

を強める為の有力な機能を果すものであって,人 々を対立させ,競 合させる意味は付

与されていないのである。ところが,前 節でのべたように,南 インドの各地では,ま

た,右 手 ・左手の両集団が祭礼の場でしばしば対立 し,や がてそれは大きな騒擾をひ

きおこした。祭礼が共同体成員の結合の場ではなく,対 立 ・騒擾 というネガティヴな

場となることの意味は何であろうか。祭礼の場 と騒擾という状況の間にはどのような

関連があるのだろうか。

　 ここでまず祭礼騒擾を引きおこす右手 ・左手という集団の性格づけをもう一度 して

おく必要がある。

　 インドでは村落を中心とする社会のレヴェルではく集団〉とは基本的には以下の3

つのものが考えられる。第1に は血縁的結合紐帯によって結ばれる家族であり,第2

には同一職能 ・族内婚を紐帯とするカース ト(サブヵ一ス ト)であり,第3に は生存維

持の機能としてのサーヴィス交換体系によって結ばれる共同体(村 落又は村落集団)

である。これらの集団は社会を構成するのに最 も基本的で且つ普遍的な組織として考

えられてきた。しかし,中 世以降,南 インド社会の社会的 ・経済的 ・宗教的変動の過

程で上述のく集団〉とは異なった集団が形成されてきた。それは第1章 ですでに明 ら

かにしたように,〈 職能〉と〈伝承〉という2つ の要素における共通性にもとつ く結
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　

合原理をもつものであった。こうした新たな集団が何故形成されたのかは本稿で も十

分に説明しえなかったのであるが,第2章 で考察 したところでは,南 インド社会にお

けるブラーフマニズムの浸透 とそれに伴なう新たな支配秩序一カース ト社会への整序

化が要因の一つであると考えうる。すなわち,お そくともチョーラ王朝期を境にして

輩出してきた各種の職能集団を社会的にく位置づけ〉する枠組としてブラーフマニズ

ム的規範による右手 ・左手が形成されたことを指摘した。その結果,ブ ラーフマニズ

ムの規範により近いカース ト集団とそれに対置される集団という二律的な社会組織が

存在 したのである。これ らの集団が他の3つ の集団のあり方と異なるのは,純 粋に血

縁結合にもとついて形成された家族ではもちろんな く,日 常生活 レヴェルにおいて,

サーヴィスや生産物を交換 しあう,或 いはそのような機能を通 じて上位カース トが下

位カース トを搾取する共同体でもなく,同 職 ・族内婚を紐帯とするカース ト(サ ブヵ

一ス ト)で もない。伝承における擬制同族 ・同朋関係,称 号の共有による一体性,儀

礼の相似関係による宗教的一体性を特質とする共同体なのである。ここにインド社会
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　の

に普遍的だといわれる3つ の集団との違いがある。伝承 ・儀礼 ・称号といった日常生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

活のレヴェルでは一見不定形で意識されにくい結合紐帯は,血 縁 ・同一職能 ・生活機

能と役割の交換という一見明確に意識され且つ必須条件 と考えられる集団紐帯を補完

する意義を持つ といえる。ブラーフマニズムの浸透は,そ れ以前の南インド社会の中

で人びとが保持 していた集団的自我の独自性　　身分秩序やブラーフマニズムの規範

に拘束されない様 々な集団の儀礼 ・祭礼様式 ・社会的役割　　を規制 し,整 序するこ

とになった。ブラーフマニズム的秩序から排除され且つ整序 された要素を再統合 し結

合させた ものが,右 手 ・左手一特にその中でも左手一という集団の意義ではないか。

ブラーフマニズムとそれにもとつ く社会規範では律 しきれない,い わば非日常の意識

規範はく伝承〉と〈儀礼〉の要素に封 じこあられてしまう。そしてこれ らの要素は祭

礼表徴という形で再び顕現化される。

　 ところで,伝 承 ・儀礼の顕現形態であった祭礼表徴は二元的意義をもつと考え られ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　

る。 す な わ ち,本 来,各 カ ー ス ト(或 いは カ ー ス ト化 され る以 前 の集 団)が 独 自 に ア

イデ ンテ ィテ ィと して 保 持 して い た表 徴 で あ る。 第2に は,ブ ラ ー フマ ニ ズ ム の浸 透

の 結 果,そ の宗 教 的 パ ラダ イ ムの 中 で価 値 づ け られ,意 義 づ け られ た もの と して の表

徴 で あ る。 各 カ ー ス トが 本 来 持 って い た帰 属 表 徴 　 　 独特 の植 物 ・動物 ・道 具 ・色 ・

装 飾一 は何 で あ れ,そ れ 自体 各 カー ス ト(或 い は各 集 団)に と って 価値 あ る もので

あ った とい え る。 しか しブ ラー フマ ニ ズ ム とい う普遍 的 な規 範 の 中 で は,そ れ らはす

べ て 相 対 化 され る。 赤 い色 ・12本 の柱 ・白い 馬 ・ガ ル ーダ や ハ ヌ マ ー ンの紋 章 ・特 定

の貢 物 ・は き もの,に よ り高 い価 値や 意 義 が 与 え られ,他 の色 ・数 ・乗 物 ・マ ー ク ・

道 具 等 の象 徴 的 地 位 は低 くな る ので あ る。 この よ うに"相 対 化"さ れ た 表徴 の 意 義 を

復 原 させ,本 来,そ れ ら各 表 徴 の も って い た価 値 を しろ しめ す場 が,祭 礼 で あ り,祭

礼 で の対 立 ・騒擾 とは 表徴 の持 つ 二 元 的価 値 の対 立 で あ る。 ブ ラー フ マニ ズ ムの規 範

に よ って 与 え られ た 表徴 へ の 〈位 置づ け〉 を,伝 承 の中 で の本 来 の く位 置 〉 に も どす

運 動 が,両 集 団 の 祭 礼 に お け る対 立 で あ る。 しか し,中 世 以 来 す で に南 イ ン ド社 会 を

トー タ ル に支 配 した ブ ラ ー フマ ニ ズ ムを 否 定 す る こと が不 可 能 な 状 況 で は,与 え られ

た規 範 の 中 で よ り上 位 の く位 置 づ け 〉を 占め る こ とが 対 立 と騒 擾 の 最大 の 目的 と な っ

た 。 本章 の第1・2節 で 明 らか に した よ うに祭 礼 の時 期 ・場 所,表 徴 の色 ・形 ・マ ー

クを め ぐる争 奪 は,イ ス タブ リッ シュ され た秩 序 の 中で 許 され た 最 大 の く伝 承 復 活 運

動 〉で あ り,〈 ア イデ ンテ ィテ ィ復 権 の運 動 〉で あ った。 対 立 し,騒 擾 を 引 きお こす

こ と に よ って,両 派 は相 手 に 伝 承 の優 位 性 を よ り強 く主 張 す る と と もに,自 らの結 合

意 識 を よ り明確 に確 認 しあ った とい え る。 こ の よ うな 対 立 ・騒 擾 の決 定 的 な 意 味 は 次

の よ うに 要 約 し うる で あ ろ う。
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　V.タ ー ナ ー が指 摘 す る如 く,「 宗 教 の パ ラダ イ ム はそ れ に対 抗 す るパ ラダ イム が と

きお り発 生 す る こと に よ って維 持 さ れ て ゆ くが,こ の対 抗 的 なパ ラダ イム は一 定 の条

件 の も とで 再 び 中心 的 なパ ラダ イ ム に吸 収 され て し ま う の で あ る。」[V.タ ーナ ー

1981:ll]と す れ ば,右 手 ・左 手 両 集 団 の対 立 が ブ ラー フマ ニ ズ ム的 規 範 超 克 の契 機

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　

を含むものであったとして も,そ の規範の中での上位的く位置づけ〉をめ ぐる堂々め
　　　　　

ぐりの 対 立 で あ る限 り,両 集 団 間 の ア イデ ンテ ィテ ィを賭 け た対 立 ・騒 擾 も間敏 的 な

「儀 礼 様 式 」 の 一 つ と して の 意 味 しか もた な くな るの で あ る。

お わ り に

　南インドの中世以降の歴史の中で,常 に対立の契機をはらんでいた右手 ・左手の組

織集団について本稿では二つの視点から考察してきた。第1に 両集団の結合のあり方

を成員カース トのもつ固有の要素とその関係から検討した。両集団の固有の要素とし

て,職 能と伝承と儀礼を抽出したが,そ れら諸要素によって形成される関係は,右 手

集団における農 ・牧的生業形態及び伝承の中で示される同族 ・同朋関係であり,左 手

集団では商業 ・手工業を中心とする職能及び手工業者カーストを中心とする擬制同族

的結合関係であった。こうした関係は各カース トの持つカース ト表徴 とともに,集 団

表徴によって顕現されるのであるが,ブ ラーフマニズム的秩序規範の確立の過程で右

手 ・左手という本来並立的関係が上 ・下関係へと転化 してゆくのであった。

　第2の 視点は,右 手 ・左手関係が上 ・下関係へと転化 した結果,両 集団の対立が激

化するが,そ の対立の 「場」が多くの場合祭礼であることの意味である。すなわち,

伝承の中で意義づけられた集団表徴が最も鮮明に意識される場が祭礼であり,儀 礼上

の優劣を問うことは,上 ・下関係にく位置づけ〉られた集団の規範をとりもどす こと

であ ったといえる。 しかし,祭 礼表徴の獲得争いが,ブ ラーフマニズムの一定の枠組

の中で行われるところに,両 集団の対立及びそれによってひきおこされる騒擾さえも

儀礼行為の一変形 一 武力と流血と一時的混乱を伴なう　　 としてしか意味をもたな

か ったのである。ここに両集団の対立の限界と同時に,ブ ラーフマニズムにもとつく

宗教パラダイムの特性が見出しうるのである。
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